
12-4-1

１ 道路 

（１） 都市計画の決定及び変更の手続 

ア 県が定める都市計画の決定及び変更の手続 

住民 市町村 事業者・管理者 県都市計画課 国土交通省等

事業者案の作成

説明会

県原案の作成

九州地方整備局等
との下打合せ

（必要に応じて）

関係各課との下協議

公聴会

県案

九州地方整備局長
事前協議

他の行政機関との調整

異存ない旨の回答

案の公告・縦覧意見書の提出

県都市計画審議会

九州地方整備局長へ協議の申出
九州地方整備局長

の同意

他の行政機関との調整

都市計画決定

都市計画決定告示

関係機関との協議

回答

回答

県原案

（必要に応じて）

市町村関係各課

等との協議等

案の内容と

なるべき事項
案の申出

県都市計画課との事前協議

都§15の2①

都§16①

都§17①都§17②

都§18①

都§20①

都§18①

都§23

都§18③
都§18④

関係各課との事前協議
国土交通省に関する事項は大臣

同意が必要な案件のみ対象

（必要に応じて開催）

図書の写しの送付及

び縦覧

都§20①②

市町村関係各課

等との協議等

住民意見の反映（説明会の開催等）

事前協議回答

事前協議

市町村の意見

（必要に応じて）

市町村都市計画審

議会

（必要に応じて）

市町村都市計画審

議会

管理者など関係機関との協議終了後に事業者案の送付

（地域振興局等経由）

（地域振興局等経由）

（必要に応じて開催）

計画説明会

まちづくりの観点

から検討

事業者を伴う都市計画の場合

都市計画決定権者への送付

市町村が事業者の場合

まちづくりの観点からの

検討の依頼・基本的事項

説明会

協力依頼

管理者との協議

都市施設を決定又は

変更する場合

都§23⑥

12・４ 都市施設の決定及び変更の手続 



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-2

イ 県が定める都市計画の決定及び変更の手続（環境影響評価法案件）

住民 市町村 事業者・管理者 県都市計画課 国土交通省等

都市計画決定手続きの開始

環境影響評価
方法書事業者
案の作成

環境影響評価方法書の公告・縦覧

意見書の提出

環境知事の意見

環境影響評価項目等の選定
環境影響
評価の実施

・都市計画事業者案

の作成

・環境影響評価準備書

事業者案の作成

計画説明会

都市計画県原案の作成

九州地方整備局等
との下打合せ

（必要に応じて）
関係各課との下協議

説明会の開催等

都市計画公聴会

都市計画県
案の作成

（都市計画課下打合せ）

九州地方整備局長
事前協議

他の行政機関との調整

異存ない旨の回答

都市計画案・環境影響評価準備書の

公告・縦覧（１ヶ月）

意見書の提出

国道交通大臣等
の意見

環境知事の意見

環境影響
評価書の作成

環境影響評価書
事業者案の作成

環境影響評価
準備書の作成

環境影響評価
評価書の補正

県都市計画審議会

九州地方整備局
長へ協議の申出

九州地方整備局長
の同意

他の行政機関との調整

環境大臣等への

評価書の送付

都市計画決定

都市計画決定告示及び
評価書公告・縦覧

環境影響評価評価
書の補正案

協力依頼

準備書説明会

関係機関・地域振興局・県庁内各課等との下打ち合わせ

回答

回答

都市計画県原案

市町村関係各課

等との協議等

都市計画案の内容と
なるべき事項

案の申出

県都市計画課との事前協議

環§46

環§7

環§8

環§10

環§11

環§12

都§15の2①

都§16①

都§17①・環§16
環§17

都§17②・環§18

環§14

環§20

都§18①
環§41

都§20①・環§27

環§25

環§21
環§24

都§18①

都§23

環§25・26

都§18③

都§18④

90日以内

90日以内

120日以内

関係各課との事前協議

国土交通省に関する事項（都計）は

大臣同意が必要な案件のみ対象
（必要に応じて開催）

都計図書の写しの
送付及び縦覧

都§20①②

事前協議回答

市町村関係各課

等との協議等

まちづくりの観点

から検討

事前協議

（必要に応じて）

九州地方整備局等
との下打合せ

住民意見等の反映 （必要に応じて）

市町村都市計画

審議会

市町村の意見

（必要に応じて）

市町村都市計画
審議会

管理者との協議

都市施設を決定又は
変更する場合

都§23⑥

計画段階配慮
事項の検討

計画段階配慮事項の検討

環§3の2

配慮書事業者案
の作成

配慮書の公表

環§3の4

意見の聴取

環§3の7
国土交通大臣
の意見

環境大臣の意見

環§3の5

環§3の690日以内

関係行政機関
意見の聴取

環§3の7

第1種事業 第2種事業

環境知事の意見

国土交通大臣
等の判定

環§4

事業概要届出

環§4

方法書説明会

環§7の2

環境大臣の意見

環§23

45日以内

60日以内

都§23



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-3

ウ 県が定める都市計画の決定及び変更の手続（環境影響評価条例案件）

住民 市町村 事業者・管理者 県都市計画課 国土交通省等

都市計画決定手続きの開始環境影響評価方法

書事業者案の作成

環境影響評価方法書の公告・縦覧

意見書の提出

環境知事の意見

環境影響評価項目等の選定

環境影響評価

の実施

・都市計画事業者案

の作成

・環境影響評価準備

書事業者案の作成計画説明会

都市計画県原案の作成

九州地方整備局等
との下打合せ

（必要に応じて）
関係各課との下協議

都市計画公聴会

都市計画県案

の作成

（都市計画課下打合せ）

九州地方整備局長
事前協議

他の行政機関との調整

異存ない旨の回答

都市計画案・環境影響評価準備書の

公告・縦覧（都計２週間・アセス１ヶ月）

意見書の提出

環境知事の意見

環境影響評価
書の作成

環境影響評価書事

業者案の作成

環境影響評価

準備書の作成

県都市計画審議会

九州地方整備局
長へ協議の申出

九州地方整備局長の

同意

他の行政機関との調整

環境知事等への評

価書の送付

都市計画決定

都市計画決定告示及び
評価書公告・縦覧

協力依頼

準備書説明会

関係機関・地域振興局・県庁内各課等との下打ち合わせ

回答

回答

都市計画県原案

案の申出

県都市計画課との事前協議

条§34

条§8

条§9

条§11

条§12

条§１３

都§15の2①

都§16①

都§17①・条§16条§17

都§17②・条§18

条§14

都§18①

都§20①・条§24

条§22

条§21

都§18①

条§23

都§18③ 都§18④

90日以内

120日以内

関係各課との事前協議

国土交通省に関する事項（都

計）は大臣同意が必要な案件の

み対象

（必要に応じて開催）

（アセスについては，

必要に応じて 都計審

に付議する）

都計図書の写しの送

付及び縦覧

都§20①②

事前協議回答

説明会の開催等

市町村関係各課

等との協議等

都市計画案の内容と

なるべき事項

市町村関係各課

等との協議等
まちづくりの観点

から検討

住民意見等の反映

事前協議

（必要に応じて）

市町村都市計画審

議会

市町村の意見

（必要に応じて）

市町村都市計画審

議会

管理者との協議

都市施設を決定又は
変更する場合

都§23⑥

方法書説明会

条§8の2

九州地方整備局等
との下打合せ

都§23

都§23
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エ 市が定める都市計画の決定及び変更の手続 

住民 市 事業者 県都市計画課

案の公告・縦覧意見書の提出

市都市計画審議会

都市計画決定告示及び縦覧

市原案

市関係各課等との協議等

県都市計画課との事前協議

都§17①
都§17②

都§19①

都§20①

関係各課との事前協議

事前協議（地域振興局等経由）

事前協議回答

公聴会の開催等 住民意見等の反映 市都市計画審議会

都§16①

市案の策定

（必要に応じて開催）

説明会

知事への協議申出

図書の写しの送付及び縦覧

都市計画決定

知事への協議

協議回答

市関係各課等との協議

事業者案の作成 関係機関との下打合せ計画説明会 関係機関との協議終了後に
事業者案の送付

（必要に応じて開催）

まちづくりの観点から検討

軽易な変更の場合は不要

管理者との協議

都市施設を決定又は変更する場合

都§23⑥

都§19③
協議

都§20②

地域振興局へ図書の写しの送付

（必要に応じて開催）

事前調整

事前調整

事前調整

都
市
計
画
案
の

修
正

事業者を伴う都市計画の場合



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-5

オ 町が定める都市計画の決定及び変更の手続 

住民 町 事業者 県都市計画課

案の公告・縦覧意見書の提出

町都市計画審議会

都市計画決定告示及び縦覧

町原案

町関係各課等との協議等

県都市計画課との事前協議

都§17①
都§17②

都§19①

都§20①

関係各課との事前協議

事前協議（地域振興局等経由）

事前協議回答

公聴会の開催等 住民意見等の反映 町都市計画審議会

都§16①

町案の策定

（必要に応じて開催）

説明会

知事への協議申出

図書の写しの送付及び縦覧

都市計画決定

知事の同意

回答

町関係各課等との協議

事業者案の作成 関係機関との下打合せ計画説明会 関係機関との協議終了後に
事業者案の送付

（必要に応じて開催）

まちづくりの観点から検討

軽易な変更の場合は不要

管理者との協議

都市施設を決定又は変更する場合

都§23⑥

都§19③
同意協議

都§20②

地域振興局へ図書の写しの送付

（必要に応じて開催）

事前調整

事前調整

事前調整

都
市
計
画
案
の

修
正

事業者を伴う都市計画の場合



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-6

カ 市が定める都市計画の決定及び変更の手続（環境影響評価条例案件）

住民 市 事業者 県都市計画課 県環境林務課等

環境影響評価方法書
事業者案の作成

環境影響評価方法書の公告・縦覧

意見書の提出

環境知事の意見

環境影響評価項目等の選定

環境影響評価
の実施

・都市計画事業者案

の作成

・環境影響評価準備

書事業者案の作成

計画説明会

公聴会の開催等

都市計画案

の作成

都市計画案・環境影響評価準備書の
公告・縦覧（都計２週間・アセス１ヶ月）

意見書の提出

環境知事の意見

環境影響評価
書の作成

環境影響評価書事
業者案の作成

市都市計画審議会

環境知事等への
評価書の送付

都市計画決定告示及び
評価書公告・縦覧

協力依頼

準備書説明会

関係機関等との下打合せ

県都市計画課との
事前協議

条§34

条§8

条§9

条§11

条§12

条§１３

都§16①

都§17①・条§16

条§17

都§17②・条§18

条§14

都§19①

都§20①・条§24

条§22

条§21

条§23

90日以内

120日以内

関係各課との
事前協議

（必要に応じて開催）

（アセスについては，

必要に応じて 都計審

に付議する）

図書の写しの送付及
び縦覧

都§20②

事前協議回答

市関係各課等との協議等

住民意見等の反映

事前協議（地域振興局等経由）

市都市計画審議会

都市計画決定手続きの開始

環境影響評価準
備書の作成

知事への
協議申出

都市計画決定

知事への協議

協議回答

協議
都§19③

都§19①

方法書説明会

条§8の2

まちづくりの観点から検討

市関係各課等
との協議等

市原案

管理者との協議
都§23⑥

都市施設を決定又は変更する場合

（必要に応じて開催）

地域振興局へ図書の
写しの送付



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-7

キ 町が定める都市計画の決定及び変更の手続（環境影響評価条例案件）

住民 町 事業者 県都市計画課 県環境林務課等

環境影響評価方法書
事業者案の作成

環境影響評価方法書の公告・縦覧

意見書の提出

環境知事の意見

環境影響評価項目等の選定

環境影響評価
の実施

・都市計画事業者案

の作成

・環境影響評価準備

書事業者案の作成

計画説明会

公聴会の開催等

都市計画案

の作成

都市計画案・環境影響評価準備書の
公告・縦覧（都計２週間・アセス１ヶ月）

意見書の提出

環境知事の意見

環境影響評価
書の作成

環境影響評価書事
業者案の作成

町都市計画審議会

環境知事等への
評価書の送付

都市計画決定告示及び
評価書公告・縦覧

協力依頼

準備書説明会

関係機関等との下打合せ

県都市計画課との
事前協議

条§34

条§8

条§9

条§11

条§12

条§１３

都§16①

都§17①・条§16

条§17

都§17②・条§18

条§14

都§19①

都§20①・条§24

条§22

条§21

条§23

90日以内

120日以内

関係各課との
事前協議

（必要に応じて開催）

（アセスについては，

必要に応じて 都計審

に付議する）

図書の写しの送付及
び縦覧

都§20②

事前協議回答

町関係各課等との協議等

住民意見等の反映

事前協議（地域振興局等経由）

町都市計画審議会

都市計画決定手続きの開始

環境影響評価準
備書の作成

知事への
協議申出

都市計画決定

知事の同意

回答

同意協議
都§19③

都§19①

方法書説明会

条§8の2

まちづくりの観点から検討

町関係各課等
との協議等

町原案

管理者との協議
都§23⑥

都市施設を決定又は変更する場合

（必要に応じて開催）

地域振興局へ図書の
写しの送付
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12-4-8

（２）手続に係る様式 

ア 県が定める都市計画 

以下の様式等のうち市町村に係るものについては，指定するものではなく，参考として示すもので

す。 

（ア） 都市計画の事業者案の送付 

事業者案の送付は，事業者が，都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を作成し，

都市計画決定権者である県へ送付する際に行うものです。 

事業者は，公安委員会等との協議，農政等との土地利用上の協議等が完了したうえで，県へ送

付することとします。 

なお，市町村が事業者の場合は，市町村の都市計画担当部局へ送付することとします。 

a 送付 

ｂ 回答 

番         号

平成  年  月  日

 鹿児島県知事 殿

事業者の長 印

○○都市計画○○の決定（変更）の事業者案について（依頼） 

 標記について，事業者案を作成したので，都市計画決定権者である県へ送付します。

 つきましては，都市計画決定の手続を進めていただきますようお願いします。

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

事業者の長 殿 

 鹿児島県知事 印

○○都市計画○○の決定（変更）の事業者案について（回答） 

 平成  年  月  日付第   号で送付のあった標記の件につきましては，県の定

める都市計画として都市計画の手続を進めることとします。 

 つきましては，今後の都市計画の手続に必要な協力をお願いします。 
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ｃ 市町村への協力依頼 

都計第       号

平成  年  月  日

○○市（町）都市計画主管課長 殿 

鹿児島県土木部都市計画課長 印

○○都市計画○○の決定（変更）の事業者案について（依頼） 

 県が定める都市計画である標記については，貴市（町）に与える影響が大きいことから，

まちづくりの主体である貴市（町）においても内容を検討いただくため，事業者が作成し

た案を送付します。 

つきましては，当該案を貴市（町）のまちづくりの観点から検討していただき（関係各

課等との協議，住民意見等も踏まえて下さい。），都市計画法第１５条の２第１項に規定す

る，県の定める都市計画の内容となるべき事項を申し出てくださるようお願いします。
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（イ） 都市計画の案の事前協議 

事前協議手続は，都市計画の事務処理を円滑に進めるため，都市計画の案の公告・縦覧，都市

計画審議会への付議等法令上必要とされている都市計画手続を開始する以前の段階におけるも

のです。 

ａ 事前協議 

※事前協議については，関係地域振興局等経由で申し出を行うものとします。 

※特別の調整を要する関係機関については，市町村発案の場合は市町村が，事業者発案の場合は事

業者が，事前に協議・調整等を行ったうえで事前協議を行うこととします。 

番         号

平成  年  月  日

鹿児島県土木部都市計画課長 殿

○○市（町）都市計画主管課長 印

○○都市計画○○の決定（変更）について（事前協議）

 下記の都市計画について，案を作成したので，あらかじめ審査下さるよう協議します。

なお，鹿児島県の回答については，都市計画決定事務を円滑に処理するため文書にて行

われるようお願いします。

記

１ 都市計画の種類

２ 都市計画の名称（名称を定めない場合は不要）

３ 都市計画を決定（変更）する土地の区域

（添付書類）

１ 計画書

２ 総括図

３ 計画図

４ その他参考資料
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ｂ 回答 

回答は，県都市計画課において，県庁内関係課等との下協議を行ったうえで行うこととします。 

また，あわせて都市計画法第１５条の２第２項の規定に基づき，市町村関係機関との協議及び

住民意見等の集約を協力依頼します。 

都計第       号

平成  年  月  日

○○市（町）都市計画主管課長 殿

鹿児島県土木部都市計画課長 印

○○都市計画○○の決定（変更）について（事前協議回答）

 平成  年  月  日付け第    号で協議のあった標記の件については，異存あ

りません。

なお，この鹿児島県の回答は，回答の後に行われる手続により，都市計画の案が変更さ

れることを何ら妨げる趣旨でないことに留意してください。

また，都市計画法第１５条の２第１項の規定に基づき，県の定める都市計画の案の内容

となるべき事項を申し出るにあたっては，当該都市計画が個人の権利等の制限を伴うこと

に鑑み，貴市（町）における関係機関及び住民の意見等を集約したうえで申し出ていただ

きますようお願いします。
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ｃ 進達（地域振興局等） 

※ 関係地域振興局等は，市町村から協議の申し出があった際には，内容を審査のうえ，県都市計画

課へ進達するものとします。 

平成  年  月  日

都市計画課長 殿

○○地域振興局建設部長

○○都市計画○○の決定（変更）の事前協議について（進達）

 このことについて，別添のとおり○○市（町）から協議書が提出されましたので，下記

意見を付して進達します。

記

１ 都市計画の種類及び名称（名称を定めない場合は名称は不要）

２ 都市計画を定める土地の区域

３ 内容に対する意見
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（ウ） 都市計画の案の内容となるべき事項の申出 

案の申出は，法第１５条の２第１項の規定に基づき，市町村が都道府県が定める都市計画の案

の内容となるべき事項を申し出る場合に行うものです。 

ａ 申出 

※ 案の内容となるべき事項の申し出については，関係地域振興局等経由で行うものとします。 

番         号

平成  年  月  日

 鹿児島県知事 殿

 ○○市（町）長 印

○○都市計画○○の指定（変更）について（申出）

 標記について，都市計画法第１５条の２第１項の規定により，県が定める都市計画の案の

内容となるべき事項を申し出ます。

記

１ 計画書

２ 総括図

３ 計画図

４ 都市計画の策定の経緯の概要

５ その他参考資料
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ｂ 進達（地域振興局等）

※ 関係地域振興局等は，市町村から案の内容となるべき事項の申し出があった際には，内容を審査

のうえ県都市計画課へ進達するものとします。 

（エ）県原案の策定 

県原案は，国土交通省との事前協議及び都市計画法第１６条第１項に規定される公聴会の開催

にあたっての案となるものです。 

平成  年  月  日

都市計画課長 殿

○○地域振興局建設部長

○○都市計画○○の決定（変更）の申し出について（進達）

 このことについて，別添のとおり○○市（町）から県の定める都市計画の案の内容とな

るべき事項の申し出がありましたので，下記意見を付して進達します。

記

１ 都市計画の種類

２ 都市計画を定める土地の区域

３ 内容に対する意見
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（オ） 都市計画の決定等の事前協議 

事前協議手続は，都道府県にその実施が義務づけられるものではなく，都市計画の事務処理を

円滑に進めるため，都道府県の判断により「必要に応じて任意」に行うものです。 

ａ 事前協議 

法第１８条第３項に規定される国土交通大臣の同意が必要な都市計画についてのみ 

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

国土交通省九州地方整備局長 殿

 鹿児島県知事 印

○○都市計画○○の決定（変更）について（事前協議）

 標記について，都市計画法第１８条第３項（第２１条第２項の規定において準用する同

法第１８条第３項）の同意を得る予定ですが，都市計画決定事務を円滑に処理するため必

要がありますので，あらかじめ国土交通省の意見を伺います。

 この場合において，当該意見を得る際に必要となる国の関係行政機関の長への協議又は

意見聴取については，国土交通省においてこれを行い意見をとりまとめた上で回答される

ようお願いします。

 なお，国土交通省の回答については，都市計画決定事務を円滑に処理する必要がありま

すので文書にて行われるようお願いします。

記

１ 計画書

２ 総括図

３ 計画図

４ 都市計画の策定の経緯の概要

５ その他参考資料
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（カ） 公聴会の開催等 

ａ 公聴会 

公聴会は，都市計画法第１６条第１項の規定に基づき，県において開催するものです。 

（ａ） 開催の公告等 

「案の１」

鹿児島県告示    号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条第１項の規定により，次のとおり公

聴会を開催する。

 平成  年  月  日

 鹿児島県知事 ○○ ○○

１ 日時 平成  年  月  日（ ）午前（午後）○時から

２ 場所 ○○○○

３ 公聴会において意見を聞こうとする都市計画の案の概要

  ○○都市計画○○の決定（変更）

  （次のとおり）

４ 公述の申出

（１）公聴会に出席して意見を述べようとする者は，公述申出書（別記様式）を平成  年

月  日（ ）までに，鹿児島県土木部都市計画課（鹿児島市鴨池新町１０番１号郵

便番号 890-8577）に到着するように提出すること。
   なお，公述申出書の様式は，鹿児島県土木部都市計画課のホームページ（http://  ）
から取得することができる。

（２）知事は，公述申出書を提出した者のうちから公聴会において意見を述べる者を選定

して，その者に通知する。

５ 公聴会の開催の中止

  ４の（１）の公述申出書の提出がなかった場合には，公聴会の開催を中止する。

６ 関係図書の縦覧場所及び公聴会に関する問合せ先

  鹿児島県土木部都市計画課（電話番号）

  関係する県の出先機関名（電話番号）

  関係する市町村○○課（電話番号）
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（参考例）

別記様式

公  述  申  出  書

鹿児島県知事 ○○ ○○ 殿

 私は，  年  月  日に開催される○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会にお

いて，下記の意見の要旨及びその理由のとおり公述したいので申し出ます。

                    平成  年  月  日

郵便番号

住  所             電話番号

氏  名

年  齢

職  業 

意見の要旨及びその理由

「案の２」

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

 ○○市（町）長 殿

 鹿児島県知事 印

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会の開催について（通知）

 このことについて，都市計画法第 16条の規定により住民の意見を聴するため，下記のとおり
公聴会を開催しますので，開催公告を貴市（町）の掲示板等へ掲示し，関係図書を住民の縦覧

に供してくださるようお願いします。

記

１ 日時

２ 場所

３ 関係図書



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-18

（ｂ） 公聴会での意見に対する意見照会 

公聴会開催後は，意見の要旨をとりまとめのうえ，意見に対する市町村及び関係地域振興局

等の見解を意見照会します。 

また，事業者がある都市計画については，事業者にも意見照会します。 

「案の３」

平成  年  月  日

県の出先機関の長 殿

都市計画課長

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会の開催について（通知）

 このことについて，都市計画法第１６条の規定により，住民の意見を聴するため，下記のとお

り公聴会を開催しますので，開催公告を掲示板等へ掲示し，関係図書を住民の縦覧に供してくだ

さるようお願いします。

記

１ 日時 

２ 場所 

３ 関係図書

都計第       号

平成  年  月  日

○○市（町）長 殿

鹿児島県土木部都市計画課長 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会における

公述に対する見解について（照会）

 このことについて，平成  年  月  日（ ）に公聴会を開催したところ，別紙

のとおり公述がありました。

つきましては，平成  年  月  日（ ）までに，この公述に対する貴市（町）

の見解を提出下さるようお願いします。
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平成  年  月  日

出先機関の長 殿（各通）

都市計画課長 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会における

公述に対する見解について（照会）

 このことについて，平成  年  月  日（ ）に公聴会を開催したところ，別紙

のとおり公述がありました。

つきましては，平成  年  月  日（ ）までに，この公述に対する貴事務所の

見解を提出下さるようお願いします。

都計第       号

平成  年  月  日

事業者の長 殿

鹿児島県土木部都市計画課長 印

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会における

公述に対する見解について（照会）

 このことについて，平成  年  月  日（ ）に公聴会を開催したところ，別紙の

とおり公述がありました。

つきましては，平成  年  月  日（ ）までに，この公述に対する事業者の見解

を提出下さるようお願いします。
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（ｃ） 見解に対する意見照会 

市町村，地域振興局等及び事業者の見解をとりまとめたうえで見解を作成することとなります

が，必要に応じて県庁内各課へ見解の内容について照会します。 

（キ） 案の縦覧に供する県案の策定 

県案は，都市計画法第１７条第１項の規定に基づく縦覧に供する都市計画の案となるものです。 

平成  年  月  日

関係課長 殿

都市計画課長 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する公聴会における

公述に対する見解について（照会）

 このことについて，平成  年  月  日（ ）に公聴会を開催したところ，別紙の

とおり公述があり，○○市（町），○○地域振興局及び○○（事業者名）に照会のうえ見

解（案）をとりまとめました。

つきましては，貴課の所管する事務に照らし，平成  年  月  日（ ）までに，

見解に対する貴課の意見を提出下さるようお願いします。
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（ク） 案の縦覧及び市町村への意見聴取 

案の縦覧は，都市計画法第１７条第１項の規定に基づき行うものです。 

また，意見聴取は，都市計画法第１８条第１項の規定に基づき関係する市町村の意見を聴取す

るものです。 

ａ 縦覧及び意見聴取 

「案の１」

鹿児島県告示    号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項（第２１条第２項において準

用する同法第１８条第１項）の規定により都市計画を決定（変更）したいので，同法第１

７条第１項（第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項）の規定により当該都

市計画の案を次のとおり公衆の縦覧に供する。

 なお，当該都市計画の案については，関係市町村の住民及び利害関係人は，縦覧期間満

了の日までに，鹿児島県に意見書を提出することができる。

 平成  年  月  日

 鹿児島県知事 ○○ ○○

１ 都市計画の種類（及び名称）

２ 都市計画を定める（変更する）土地の区域

３ 都市計画の案の縦覧場所

   鹿児島県土木部都市計画課及び○○地域振興局建設部○○課並びに○○市町村○

○課

４ 縦覧期間及び時間

 平成  年  月  日から平成  年  月  日までのそれぞれの日（県の休

日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで
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「案の２」

○○都市計画○○に関する都市計画案の縦覧のお知らせ

鹿児島県では，下記のとおり「○○都市計画○○」に関する都市計画案の縦覧を行いま

す。

 なお，縦覧いたします都市計画案については，住民及び利害関係のある方は，縦覧期間

中に鹿児島県に意見書を提出することができます。

記

１ 都市計画を定める土地の区域

２ 縦覧場所，縦覧期間及び縦覧時間

３ 意見書を提出される方は，住所，氏名，職業，年齢並びに意見の要旨及びその理由を

具体的に御記入の上，平成  年  月  日（ ）までに知事あてとして県都市計画

課（〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０番１号）まで提出してください。

平成  年  月  日

鹿児島県知事 ○○ ○○

お問合せ先

 鹿児島県土木部都市計画課  （電話番号）

 ○○地域振興局（または支庁）建設部○○課 （電話番号）

 ○○市（町）○○課     （電話番号）
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「案の３」

都計第       号

平成  年  月  日

○○市（町）長 殿

鹿児島県土木部都市計画課長 

○○都市計画○○の決定（変更）案の縦覧について（依頼）

 このことについて，下記により計画（変更）案について公衆の縦覧に供することとしたのでよ

ろしくお願いします。

記

１ 都市計画の種類

２ 縦覧期間及び時間

３ 縦覧場所

「案の４」

平成  年  月  日

出先機関の長 殿

都市計画課長 

○○都市計画○○の決定（変更）案の縦覧について（依頼）

 このことについて，下記により計画（変更）案について公衆の縦覧に供することとしたのでよ

ろしくお願いします。

記

１ 都市計画の種類

２ 縦覧期間及び時間

３ 縦覧場所
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※ 市町村の回答は，案に対する意見書を踏まえたうえで回答することとします。 

※ 縦覧者名簿及び掲示状況写真もあわせて送付するものとします。 

「案の５」

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

○○市（町）長 ○○○○ 殿

 鹿児島県知事 ○○○○ 印 

○○都市計画○○の決定（変更）案に係る意見について（依頼）

 下記の都市計画の案について，都市計画法第１８条第１項（都市計画法第２１条第２項におい

て準用する同法第１８条第１項）の規定により，貴市（町）の意見を求めます。

なお，意見については，○○地域振興局を経由して提出してください。

「案の６」

平成  年  月  日

出先機関の長 殿

都市計画課長 

○○都市計画○○の決定（変更）案に係る意見について（依頼）

 このことについて，別紙写しのとおり○○市（町）に意見を求めましたので，意見の取扱い

についてよろしくお願いします。
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ｂ 進達（地域振興局等）

※ 関係地域振興局等は，市町村から意見聴取に対する回答があった際には，県都市計画課へ進達するも

のとします。 

※ 縦覧者名簿及び掲示状況写真についても，各地域振興局等及び関係市町村分をとりまとめのうえ，あわ

せて送付するものとします。 

（ケ） 案の縦覧に際して提出された意見書への対応 

意見書が提出された場合は，公聴会における公聴会意見に対する対応に準じて，意見書に対す

る見解を作成することとします。 

ａ 意見書に対する意見照会 

意見書が提出された際は，意見の要旨をとりまとめのうえ，意見に対する市町村及び関係地域

振興局等の見解を意見照会します。 

また，事業者がある都市計画については，事業者にも意見照会します。 

※ 本意見照会は，都市計画法第１８条第１項の規定に基づく市町村への意見照会とは異なる。 

平成  年  月  日

都市計画課長 殿

○○地域振興局建設部長

○○都市計画○○の決定（変更）案に係る意見について（進達）

 このことについて，別添のとおり○○市（町）から別紙のとおり意見聴取に対する回答があり

ましたので進達します。

都計第       号

平成  年  月  日

○○市（町）長 殿

鹿児島県土木部都市計画課長 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する意見書に対する見解について（照会）

 このことについて，都市計画法第１７条第２項の規定に基づき意見書が提出されました。

つきましては，平成  年  月  日（ ）までに，この意見書に対する貴市（町）

の見解を提出くださるようお願いします。
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ｂ 見解に対する意見照会 

市町村，地域振興局等及び事業者の見解をとりまとめたうえで見解を作成することとなりますが，

必要に応じて県庁内各課へ見解の内容について照会します。 

平成  年  月  日

出先機関の長 殿（各通）

都市計画課長 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する意見書に対する見解について（照会）

 このことについて，都市計画法第１７条第２項の規定に基づき意見書が提出されました。

つきましては，平成  年  月  日（ ）までに，この意見書に対する貴事務所の

見解を提出くださるようお願いします。

都計第       号

平成  年  月  日

事業者の長 殿

鹿児島県土木部都市計画課長 印

○○都市計画○○の決定（変更）に関する意見書に対する見解について（照会）

 このことについて，都市計画法第１７条第２項の規定に基づき意見書が提出されました。

つきましては，平成  年  月  日（ ）までに，この意見書に対する事業者の見解を提

出くださるようお願いします。

平成  年  月  日

関係課長 殿

都市計画課長 

○○都市計画○○の決定（変更）に関する意見書に対する見解について（照会）

 このことについて，都市計画法第１７条第２項の規定に基づき意見書が提出され，○○市（町），

○○地域振興局及び○○（事業者名）に照会のうえ見解（案）をとりまとめました。

つきましては，貴課の所管する事務に照らし，平成  年  月  日（ ）までに，見解に

対する貴課の意見を提出くださるようお願いします。
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（コ） 県都市計画審議会に付議する県案の策定 

県案は，都市計画法第１８条第１項の規定に基づく県都市計画審議会へ付議する都市計画の案と

なるものです。 

（サ） 都市計画審議会への付議 

都市計画審議会への付議は，都市計画法第１８条第１項の規定に基づき行うものです。 

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

鹿児島県都市計画審議会

会長 ○○ ○○ 殿

 鹿児島県知事 ○○○○ 印 

○○都市計画○○の決定（変更）について（付議）

 このことについて，都市計画法第１８条第１項（都市計画法第２１条第２項において準用する

同法第１８条第１項）の規定により，貴審議会へ付議します。

なお，同法第１８条第１項（都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項）

に規定する○○市（町）の意見は下記のとおりで，同法第１７条第２項の規定に基づく意見書は

提出されませんでした（○件提出されました）。

記

○○市（町）の意見
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（シ） 都市計画の同意協議の申出 

法第１８条第３項に規定される国土交通大臣の同意が必要な都市計画についてのみ 

ａ 協議申出 

※ 計画書・総括図・計画図については事前協議時と内容が同一の場合は省略しても差し支えありませ

ん。 

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

国土交通省九州地方整備局長 殿

 鹿児島県知事 印

○○都市計画○○の決定（変更）について（協議）

 標記について，都市計画法第１８条第３項（第２１条第２項の規定において準用する同法

第１８条第３項）の規定により，協議を申し出ます。

（添付書類）

１ 計画書

２ 総括図

３ 計画図

４ 鹿児島県都市計画審議会の答申の写し

５ 都市計画の策定の経緯の概要

６ その他参考資料
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ｂ 添付図書の変更がない旨を証明する文書 

（ス）告示，図書の写しの送付及び決定図書の縦覧 

告示及び図書の写しの送付は都市計画法第２０条第１項の規定（法第２１条第２項の規定に基づき

準用する法第２０条第１項の規定）に基づき行うものです。 

また，決定図書の縦覧は都市計画法第２０条第２項の規定（法第２１条第２項の規定に基づき準用

する法第２０条第２項の規定）に基づき行うものです。 

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

国土交通省九州地方整備局長 殿

 鹿児島県知事 印

○○都市計画○○の決定（変更）の協議申出に係る添付書類について

 平成  年  月  日付け第    号の申請に係る計画書，総括図及び計画図は，

平成  年  月  日付け第   号で申請を行った事前協議の際に提出した図書と

変更がないことを証明します。

「案の１」

鹿児島県告示    号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項（第２１条第２項において準

用する同法第１８条第１項）の規定により、次の都市計画を決定（変更）した。

なお，当該都市計画の図書を同法第２０条第２項（同法第２１条第２項において準用す

る同法第２０条第２項）の規定により，鹿児島県土木部都市計画課において公衆の縦覧に

供する。

 平成  年  月  日

 鹿児島県知事 ○○ ○○

１ 都市計画の種類及び名称（名称を定めない場合は名称は不要）

２ 都市計画を定める（変更した）土地の区域
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「案の２」

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

○○市（町）長 殿

 鹿児島県知事 印

○○都市計画○○の決定（変更）に係る図書の写しについて（送付）

 ○○都市計画○○について，都市計画法第２０条第１項（第２１条第２項の規定において

準用する同法第２０条第１項）の規定により，平成○○年○○月○○日付け鹿児島県告示第

○○号で決定（変更）の告示をしたので，その図書の写しを送付します。

 ついては，都市計画法第２０条第２項及び都市計画法施行規則第１２条の規定により，当

該図書の写しを公衆の縦覧に供するとともに，縦覧場所を公報その他の手段により公告して

ください。

「案の３」

平成  年  月  日

出先機関の長 殿

土木部長   

○○都市計画○○の決定（変更）について（通知）

 下記の都市計画については，平成  年  月  日鹿児島県告示第   号で変更し

たので通知します。

記

１ 都市計画の種類

２ 都市計画の名称（名称を定めない場合は不要）
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イ 市町村が定める都市計画 

市町村が定める都市計画については市町村が決定するため，以下の様式等のうち市町村に係るも

のについては指定するものではなく，参考として示すものです。 

（ア） 都市計画の事業者案の送付 

事業者案の送付は，事業者が，市町村が定める都市計画の案の内容となるべき事項を作成し，

市町村へ送付する際に行うものです。 

なお，事業者は，公安委員会等との協議，農政等との土地利用上の協議等が完了したうえで，市

町村へ送付することとします。 

ａ 送付 

ｂ 回答 

番         号

平成  年  月  日

 ○○市（町）長 殿

事業者の長 印

○○都市計画○○の決定（変更）の事業者案について（送付）

 標記について，○○市（町）の定める都市計画の案の内容となるべき事項を作成しまし

たので，送付します。

番         号

平成  年  月  日

事業者の長 殿

 ○○市（町）長 印

○○都市計画○○の決定（変更）の事業者案について（依頼）

 平成  年  月  日付第   号で送付のあった標記の件につきましては，○○市

（町）の定める都市計画の案となるべき事項として取り扱うことといたします。

 つきましては，今後の都市計画の手続に必要な協力をお願いします。
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（イ） 都市計画の決定等の事前協議 

事前協議手続は，都市計画の事務処理を円滑に進めるため，都市計画の案の公告・縦覧，都市

計画審議会への付議等法令上必要とされている都市計画手続を開始する以前の段階におけるも

のです。 

ａ 事前協議 

法第１９条第３項に規定される鹿児島県知事の協議又は同意が必要な都市計画についてのみ 

（ａ） 協議 

※ 事前協議については，関係地域振興局等経由で行うものとします。 

※ 特別の調整を要する関係機関については，市町村発案の場合は市町村が，事業者発案の場合は事

業者が，事前に協議・調整等を行ったうえで事前協議を行うこととします。 

番         号

平成  年  月  日

鹿児島県土木部都市計画課長 殿

○○市（町）都市計画主管課長 印

○○都市計画○○の決定（変更）について（事前協議）

 標記について，都市計画法第１９条第３項（第２１条第２項の規定において準用する同法

第１９条第３項）の協議を行う（同意を得る）予定ですが，都市計画決定事務を円滑に処理

するため，あらかじめ鹿児島県の意見を伺います。

 なお，鹿児島県の回答については，都市計画決定事務を円滑に処理するため文書にて行わ

れるようお願いします。

記

１ 都市計画の種類

２ 都市計画の名称（名称を定めない場合は不要）

３ 都市計画を決定（変更）する土地の区域

（添付書類）

１ 計画書

２ 総括図

３ 計画図

４ その他参考資料
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（ｂ） 回答 

回答は，県都市計画課において，県庁内関係課等との下協議を行ったうえで行うこととしま

す。 

（ｃ） 進達（地域振興局等） 

※ 関係地域振興局等は，市町村から協議の申し出があった際には，内容を審査のうえ，県都市計画課

へ進達するものとします。 

都計第       号

平成  年  月  日

○○市（町）都市計画主管課長 殿

鹿児島県土木部都市計画課長 印 

○○都市計画○○の決定（変更）について（事前協議回答）

 平成  年  月  日付け第   号で協議のあった標記の件については，異存ありま

せん。

なお，この回答は，回答の後に行われる市町村都市計画審議会への付議等の法に基づく手

続によって都市計画の案が変更されることを妨げる趣旨でないことに留意してください。

平成  年  月  日

都市計画課長 殿

○○地域振興局建設部長

○○都市計画○○の決定（変更）の事前協議について（進達）

 このことについて，別添のとおり○○市（町）から協議書が提出されましたので，下記意

見を付して進達します。

記

１ 都市計画の種類

２ 都市計画の名称（名称を定めない場合は不要）

３ 都市計画を決定（変更）する土地の区域

４ 内容に対する意見
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（ウ） 都市計画審議会への付議 

都市計画審議会への付議は，都市計画法第１９条第１項の規定に基づき行うものです。 

                   番      号

平成  年  月  日

○○市（町）都市計画審議会

会長 ○○ ○○ 殿

 ○○市（町）長 ○○○○ 印 

○○都市計画○○の決定（変更）について（付議）

 このことについて，都市計画法第１９条第１項（第２１条第２項において準用する同法第

１９条第１項）の規定により，貴審議会へ付議します。

 なお，同法第１９条第２項（同法第２１条第２項において準用する同法第１９条第２項）

の規定に基づく意見書は提出されませんでした（○件提出されました。）
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（エ） 都市計画の協議の申出 

法第１９条第３項に規定される鹿児島県知事の協議又は同意が必要な都市計画についてのみ 

ａ 協議申出 

※ 計画書・総括図・計画図については事前協議時と内容が同一の場合は省略しても差し支えありませ

ん。 

○○第       号

平成  年  月  日

鹿児島県知事 殿

 ○○市（町）長 印

○○都市計画○○の決定（変更）について（協議）

 標記について，都市計画法第１９条第３項（第２１条第２項の規定において準用する同

法第１９条第３項）の規定により，協議を申し出ます。

記

１ 都市計画の種類

２ 都市計画の名称（名称を定めない場合は不要）

３ 都市計画を決定（変更）する土地の区域

（添付書類）

１ 計画書

２ 総括図

３ 計画図

４ ○○市（町）都市計画審議会の答申の写し

５ 都市計画の策定の経緯の概要

６ その他参考資料
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ｂ 添付図書の変更がない旨を証明する文書 

協議を行う際，事前協議時と内容が同一である場合は，下記の文書を添付するものとします。 

事前協議時と内容が異なる場合は，再縦覧等の手続のやり直しを含め個別に検討します。 

番       号

平成  年  月  日

鹿児島県知事 殿

 ○○市（町）長 印

○○都市計画○○の決定（変更）の協議申出に係る添付書類について

 平成  年  月  日付け第    号の申請に係る計画書，総括図及び計画図は，平

成  年  月  日付け第   号で申請を行った事前協議の際に提出した図書と変更

がないことを証明します。
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（オ） 回答 

回答は，都市計画法第１９条第３項（都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第 

１９条第３項）の規定に基づき，市町村から県知事に対し協議があった際に行う回答です。 

「案の１（市決定）」

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

 ○○市（町）長 殿

鹿児島県知事 印

○○都市計画○○の決定（変更）について（回答）

 平成  年  月  日付け○○第  号で協議のあった標記の件については，異存あ

りません。

「案の１（町決定）」

都計第       号

 ○○町長 殿

 平成  年  月  日付○○第   号で協議のあった○○都市計画○○の決定（変

更）につきましては，都市計画法第１９条第３項（第２１条第２項の規定において準用す

る同法第１９条第３項）の規定により，同意します。

平成  年  月  日

                            鹿児島県知事 印
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（カ） 図書の写しの送付 

告示及び図書の写しの送付は都市計画法第２０条第１項（第２１条第２項の規定に基づき準用す

る法第２０条第１項）の規定に基づき行うものです。 

また，決定図書の縦覧は都市計画法第２０条第２項（第２１条第２項の規定に基づき準用する法

第２０条第２項）の規定に基づき行うものです。 

※ 図書の写しの送付にあたっては，当該都市計画の決定（変更）の告示の写しを添付することとしま

す。 

番       号

平成  年  月  日

鹿児島県知事 殿

 ○○市（町）長 印

○○都市計画○○の決定（変更）の図書の写しについて（送付）

 都市計画法第１９条第１項（第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１

項）の規定により，次の都市計画を決定（変更）したので，同法第２０条第１項（同法第

２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第１項）の規定により，それらの図書

の写しを送付します。

記

１ 都市計画の種類

２ 都市計画の名称（名称を定めない場合は不要）
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（キ） 図書の写しの縦覧及び地域振興局への送付 

縦覧については，都市計画法第２０条第２項（第２１条第２項の規定において準用する同法第２０

条第２項）の規定による縦覧です。 

「案の１」

鹿児島県告示    号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項（第２１条第２項において準用する

同法第２０条第１項）の規定により○○市（町）から都市計画の決定（変更）に係る図書の写し

の送付を受けたので，同法第２０条第２項（第２１条第２項において準用する同法第２０条第２

項）の規定により，次のとおり公衆の縦覧に供する。

 平成  年  月  日

 鹿児島県知事 ○○ ○○

１ 都市計画の種類及び名称（名称を定めない場合は名称は不要）

２ 関係図書の縦覧場所

「案の２」  

平成  年  月  日

○○地域振興局建設部長 殿

鹿児島県知事 印

○○都市計画○○の決定（変更）の図書の写しについて（送付）

 このことについて，○○市（町）から平成  年  月  日付け○○第   号で図書の写

しが送付されましたので，計画決定後の措置等について，○○市（町）への助言等をお願いしま

す。

記

１ 都市計画の種類

２ 都市計画の名称（名称を定めない場合は不要）

３ 都市計画を決定（変更）した土地の区域



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-40

（ク） 事前調整 

県との事前協議終了後，都市計画決定・変更の手続を進める課程で，都市計画案を修正する必

要が生じた場合には，すみやかに県と事前調整をして下さい。 

番         号

平成  年  月  日

鹿児島県土木部都市計画課長 殿

○○市（町）都市計画主管課長 印

○○都市計画○○の決定（変更）に係る計画書等の修正について（事前調整）

 ○○都市計画○○の決定（変更）に係る手続については，平成  年  月  日付け

都計第   号で事前協議の回答を得ているところですが，下記のとおり計画書を修正し

たいので，協議します。

記

１ 都市計画の種類

２ 都市計画の名称（名称を定めない場合は不要）

３ 修正の内容

４ 修正の理由

（添付書類）

１ 計画書及び計画図

２ 変更対照表

３ その他必要書類
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ウ 環境影響評価に係る都市計画 

以下の様式等のうち市町村に係るものについては指定するものではなく，参考として示すものです。 

（ア） 事業を行う旨の通知 

通知は，事業者が実施する事業について，都市計画に定めることが適当，かつ，環境影響評価

法若しくは鹿児島県環境影響評価条例の規定に基づき環境影響評価を行うことが適当と判断され

る場合において，事業者が都市計画決定権者に協力を依頼するものです。 

平成  年  月  日

都市計画決定権者 ○○ 殿

事業者の長 印

○○の事業について（依頼）

 □□（事業者名）において，標記事業を進める予定としていますので，事業執行の円滑化を図

るため，貴県においても御協力，御支援をお願いします。
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（イ） 都市計画に定めることに係る協議 

ａ 協議 

※ 第２種事業の例は，判定（スクリーニング）を行わずに，手続を進んで行う例です。このため，環境影響評

価法第４条の規定に基づき，判定を行う場合は，別途環境影響法を参照することとします。 

ｂ 回答 

※ 第２種事業に該当し，環境影響評価法第４条第６項の規定に基づき手続を進めることについて異議があ

る場合は，同法４条に基づく判定を行う必要があることから，別途，環境影響評価法に基づく手続を進めた

うえで，回答を行うこととします。 

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

事業者の長 殿

都市計画決定権者 ○○ 印

○○を都市計画に定めることついて（協議）

（第１種事業・条例対象事業の場合）

 平成  年  月  日付けで依頼のあった○○については，都市計画に定めることが望まし

いと考えるので，貴職の意見を求めます。

（第２種事業の場合）

平成  年  月  日付けで依頼のあった○○については，都市計画に定めることが望まし

いと考えるので，貴職の意見を求めます。

 なお，当該都市計画は，環境影響評価法第２条第３項の規定による第２種事業に該当し，環境

に与える影響が大きいと考えられることから，同法第３９条第１項の規定に基づき都市計画決定

権者が事業者に変わり同法の規定による環境影響評価その他の手続を行うことを，同法第４条第

６項の規定に基づき，国土交通大臣に通知する予定です。

平成  年  月  日

都市計画決定権者 ○○ 殿

事業者の長 印

○○を都市計画に定めることについて（回答）

 平成  年  月  日付け都計第  号で協議のあった標記については，特段の支障はあり

ません。
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（ウ） 都市計画及び環境影響評価の手続を進めることに係る協議 

ａ 協議 

（ａ） 法アセス 

※ 第２種事業の判定（スクリーニング）については，環境影響評価法によります。 

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

事業者の長 殿

 鹿児島県知事 印

○○の都市計画及び環境影響評価の手続について（依頼）

（第１種事業の場合）

 このことについて，○○を都市計画に定めることといたします。

また，当該都市計画は，環境影響評価法第２条第２項に規定される第１種事業に該当しますの

で，同法第３８条の６第１項の規定により，都市計画決定権者が事業者に変わり都市計画の手続

と併せて環境影響評価の手続を行うこととします。

つきましては，貴職に対し，同法第３８条の６第１項において準用する同法第４６条第１項の

規定により環境影響評価その他の手続を行うために必要な協力を求めます。

（第２種事業の場合）

 このことについて，○○を都市計画に定めることといたします。

また，当該都市計画は，環境影響評価法第２条第３項に規定される第２種事業に該当し，同法

第４条の規定による判定の結果，環境影響評価の手続を行うこととなりましたので，法第４０条

第１項の規定により，都市計画決定権者が事業者に変わり都市計画の手続と併せて行うこととし

ます。

つきましては，貴職に対し，同法第４６条第１項の規定により環境影響評価その他の手続を行

うために必要な協力を求めます。
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（ｂ） 条例アセス 

（エ） その他の手続 

方法書の作成等のその後の都市計画手続については，県及び市町村の定める都市計画に準じ

ることとします。また，環境影響評価の手続については，環境影響評価法及び鹿児島県環境影響評

価条例を参考にしてください。 

都計第       号

平成  年  月  日

（ 都市計画課扱い ）

事業者の長 殿

都市計画決定権者 ○○ 印

○○の都市計画及び環境影響評価の手続について（依頼）

 このことについて，○○を都市計画に定めることといたします。

また，当該都市計画は，鹿児島県環境影響評価条例第２条第２項に規定される対象事業に該当

しますので，同条例第３３条の規定により，都市計画決定権者が事業者に変わり都市計画の手続

と併せて環境影響評価の手続を行うこととします。

つきましては，貴職に対し，同条例第３４条第１項の規定により環境影響評価その他の手続を

行うために必要な協力を求めます。
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（３） 図書の構成 

ア 一般的な都市計画図書の製本構成を示します。

イ 都市計画図書は，大きく法定図書（計画書，理由書，総括図，計画図）と参考図書に分けられます。 
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参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添

付します。 

なお，案件によっては，別途，環境アセスに即した図書が必要な場合もあります。

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 現況を把握する事項  

9 計画を把握する事項  

10 主要道路の交通量及び混雑度・平成○年推定交通量

11 自動車保有台数  

12 建物用途別現況図  

13 土地利用現況図  

14 平面図  

15 縦断図  

16 横断図  

17 交差点処理図  

18 主要構造物図  
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（４） 計画書等の様式及び作成要領 

ア 当初決定 

（ア） 計画書 

計 画 書

○○都市計画道路の決定  鹿児島県決定  

○○市（町）決定

都市計画道路を次のように決定する。

種別

名  称 位  置 区 域 構     造

備考
番号 路線名 起 点 終 点

主 な

経過地
延 長

構 造

形 式

車 線

の 数
幅 員

地表式の区間に

おける鉄道等との

交 差 の 構 造

幹

線

街

路

○○ ○○線

○○市

○○町

○丁目

○○市

○○町

○丁目

○○市

○○町

○丁目

約 ｍ ○車線 ○○ｍ

車線の数の

内訳

○車線 約 ｍ

○車線 約 ｍ

構造形式の

内訳

○○市

○○町

○丁目

○○市

○○町

○丁目

約 ｍ 嵩上式
ｍ

○～○

約 ｍ 地表式
ｍ

○～○

ＪＲ○○線と立体

（平面）交差

自動車専用道路○

○線と平面交差

自動車専用道路と

立体交差○箇所

幹線街路○○線と

立体交差

幹線街路と平面交

差○箇所

なお，○○市○○町○○丁目地内に○○駅前広場を設ける。

○○ ○○線

○○市

○○町

○丁目

○○市

○○町

○丁目

○○市

○○町

○丁目

約 ｍ 地表式 ○車線 ○○ｍ

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

理 由
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備 考

１．県決定と市町村決定は，それぞれ別葉とすることとします。（以下各施設について同じ）

２．「位置」は町丁目又は字まで記載することとします。

３．「延長」は，10ｍ単位，「面積」は 100㎡単位，1,000㎡未満のものにあっては，10㎡単位，「幅員」はｍ単位
で記載することとします。（４捨５入）

４．「車線の数」は，標準となる車線の数を記載することとします。なお，同一路線に異なる「車線の数」が存す

る場合は，最も延長の長い「車線の数」を標準となる「車線の数」とすることとします。ただし，特殊街路その

他の車線がない道路においては，「車線の数」は定めないこととします。

５．「幅員」は標準となる有効幅員を記載することとします。

６．「車線の数の内訳」は，一路線において異なる車線の数が存する場合（ただし，交差点等に設けられる右左折

車線は「車線」とはみなさないこととします。又，立体交差部分で側道を設ける場合は，異なる車線の数として

取り扱わないこととします。）に設けることとし，各車線の数ごとの累積延長をそれぞれの「区域」欄に記載す

ることとします。

７．「構造形式の内訳」は，一路線において構造形式が二以上ある場合に設けることとします。その記載方法は，

起点側から終点側に向かって順次，地表式以外の異なる構造形式を有する区間ごとに，当該構造形式を記載し，

最後に地表式の全区間をまとめて一区間とみなして，「地表式」と記載し，それぞれの構造形式に対応する項に，

位置（ただし，地表式にあっては不要），区域及び幅員（ただし，異なる幅員がある場合は，最小幅員と最大幅

員）をそれぞれ記載することとします。

８．「構造形式」は，一区間において，二以上の構造形式がある場合には，それぞれの構造形式を併記することと

します。

９．地表式の区間において鉄道等と交差する場合は次によることとします。この場合において「構造形式の内訳」

が設けられる場合にあっては，「構造形式の内訳」の「地表式」の項に記載することとします。

（１）自動車専用道路の場合

鉄道及び幹線街路と平面交差する場合は個別に記載し，立体交差についてはその箇所数を記載することとしま

す。

（２）幹線街路及び区画街路の場合

イ 鉄道との交差は，平面，立体ともに個別に記載することとします。

ロ 自動車専用道路と平面交差する場合は個別に記載し，立体交差についてはその箇所数を記載することとし

ます。

ハ 幹線街路と立体交差する場合は個別に記載し，平面交差についてはその箇所数を記載することとします。

（３）特殊街路の場合

鉄道，自動車専用道路及び幹線街路と平面交差する場合は個別に記載し，立体交差についてはその箇所数を記

載することとします。

10．自動車専用道路の「出入口，休憩施設等」は，なお書きとし，その位置を記載し，「備考」欄には，例えば，
出入口の方向及び接続道路等を記載することが考えられます。

例：なお，○○地内に出入口を設ける（「備考」終点方向，都市計画道路○○線に接続）

例：なお，○○地内にジャンクションを設ける（「備考」○○縦貫自動車道に接続）

11．交通広場（駅前にあっては駅前広場），駐車場等（区域の説明上必要なもの）を設ける場合は，なお書きとし，
その位置を記載し，「備考」欄には，例えば，その規模等を記載することが考えられます。なお，駐車場にあっ

ては，「備考」欄には，例えば，駐車台数を記載することが考えられます。

 それ以外で参考として必要な場合は，「備考」欄に記載することとします。

例：なお，○○市○○町○丁目地内に駅前広場を設ける（「備考」面積約○○㎡）

例：「備考」○○市○○町○丁目～○丁目に共同溝を設ける。

12．特殊街路の場合，備考欄に歩行者専用道路，自転車専用道路，自転車歩行者専用道路，都市モノレール専用道，
路面電車道等の別を記載することとします。
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（イ） 理由書  

都市計画法第 17 条第１項では，都市計画の案の公衆への縦覧の際に，都市計画を決定しようと

する理由を記載した書面を添付することとされているが，これは都市計画決定権者としての説明責

任を明確にするとともに，都市計画について住民との合意形成の円滑化を図ることを目的としたも

のである。 

したがって，理由書において，住民が都市計画が決定され，又は変更される理由を十分に理解で

きるようにすることが必要であり，都市施設等の具体の配置の理由等について，これらの都市計画

が即地的に決定され，土地利用制限を課するものであることに鑑み，当該都市計画の必要性，位

置，区域，規模等の妥当性についてできるだけわかりやすく説明するべきである。 

（例） 道路の一部区域の変更，車線数の追加 

○・○・○号 ○○○通線については，昭和○○年○月○日に延長 L=○○m 区間を都市計

画決定し，○○部分について，整備を図っている。 

           また，「○○都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」では，○○○○という

方針により，○・○・○号 ○○○通線を○○○○と位置付けている。 

           今回，残る○○区間の整備に向けた詳細な測量設計を実施した結果，切土法面の形状やブ

ロック積み等の道路構造物の配置形状が確定したことから，本案のとおり，一部区域を変更し，

13．番号欄の区分，規模，番号は次のとおりとします。
区分  １．自動車専用道路

    ３．幹線街路

    ７．区画街路

    ８．特殊街路のうち歩行者専用道，自転車専用道又は自転車歩行者専用道

    ９．特殊街路のうち都市モノレール専用道等

10．特殊街路のうち路面電車道
規模  １．幅員 40ｍ以上
    ２．幅員 30ｍ以上 40ｍ未満
    ３．幅員 22ｍ以上 30ｍ未満
    ４．幅員 16ｍ以上 22ｍ未満
    ５．幅員 12ｍ以上 16ｍ未満
    ６．幅員 8ｍ以上 12ｍ未満
    ７．幅員 8ｍ未満
番号  当該都市計画区域ごとに，区分ごとの一連番号を付することとします。

14．構造は嵩上式，掘割式，地下式，地表式の別を記入することとします。
１）嵩上式とは道路面が地表面よりおおむね５ｍ以上高い区間が 350ｍ以上連続している区間をいいます。
２）掘割式とは道路面が地表面よりおおむね５ｍ以上低い区間が 350ｍ以上連続している区間で地下式の区間
以外のものをいいます。

３）地下式とは道路が 350ｍ以上連続して地下にある区間をいいます。
４）地表式とは嵩上式，掘割式，地下式の区間以外の区間をいいます。

15．環境に与える影響について記載する必要がある場合は，「理由」の中に次の例により記載することとします。
例：また，本都市計画による○・○・○号○○線事業が周辺環境に与える影響については，○・○・○号○○線

事業環境影響評価準備書に示すとおり，都市計画を定める上で支障がないと判断する。（環境影響評価が作

成されたものについては，環境影響評価書とする。）

16．「車線の数」は計画図及び総括図に表示することとします。なお，「車線の数の内訳」，又は「構造形式の内訳」
が設けられる場合にあっては，区間毎の「車線の数」又は「構造形式」を計画図及び総括図に表示することとし

ます。



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-50

その整備を図ろうとするものである。 

 併せて，都市計画法の改正に伴い，新たに車線数を定めるものである。 

（例） 都市施設の廃止 

           都市計画○○○については，昭和○○年○月○日に都市計画決定し，○○をはじめ○○の

需要を供給してきた。 

           近年，○○の需要が○○○へと変化し，また，○○の状態であり，○○○としての役割を果

たしていない状況である。 

           そのため，現在は，○○○は業務が廃止され，○○○している状況である。 

           今後，○○の需要を鑑みて，○○○が果たす必要はなくなっている。 

なお，「○○都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」では，○○○○という

方針により，○○○を○○○○と位置付けている。 

このようなことから，○○○を廃止するものである。 

（注） 都市計画の案の理由書の構成 (当該都市計画の必要性、位置、区域、規模等の妥当性) 

      例えば，次のような流れにより理由書を構成します。 

       これまでの都市計画の経緯 

            ↓ 

          近年の状況の変化 

            ↓ 

          都市計画区域マスタープランでの位置付け 

            ↓ 

          変更する部分の理由及び変更の内容 
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（ウ） 総括図 

ａ 計画決定している都市施設は原則として，すべて一葉の図面に記載します。 

ｂ 図面縮尺は 1/25,000 以上の地形図とします。 

ｃ 都市施設については名称，規模を記載します。 

ｄ 図面については○葉○号を記載します。 

凡例 

県道 
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総括図作成例 

起点，終点を変更前，変更後について記載します。 

変更前後の区域を記載します。 
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（エ） 計画図 

ａ 図面の縮尺は 1/2,500 以上の平面図とします。 

ｂ 道路等の区域は赤色の実線で囲み起点（  ），終点（  ）で記載し，その中を薄赤色で着色し

ます。又，中心線についても一点鎖線で表示します。 

ｃ 道路の名称（番号と路線名）及び車線数，幅員を記載します。 

ｄ 大字界及び小字界とその名称を赤色で記載します。 

字には，ふりがなも記載します。 

大字界 太い２点鎖線 

小字界 細い１点鎖線 

ｅ 変更の場合は変更後の計画線を赤の実線で，変更前の線を黒の破線で記載します。 

ｆ 起終点の位置表示は変更後を赤，変更前を黒書で記載します。 

ｇ 延長については，全体延長と幅員毎の延長を記載します。 

（オ） 参考図書 

ａ 変更対照表 

区

分

種

別

名  称 位     置 区 域 構        造

備 考
番号 路線名 起 点 終 点

主 な

経過地
延 長

構 造

形 式

車 線

の 数
幅 員

地表式の区間に

おける鉄道等と

の交差の構造

前
○○ ○○線 約 ｍ ○車線 ○○ｍ

内  訳

後
○○ ○○線 約 ｍ ○車線 ○○ｍ

内  訳

備 考 

１ 表中の「前」については，前回のときの表示に合わせるとともに，「後」については，計画書のとおりとしま 

す。また，幅員が異なる場合は，内訳の欄に，幅員ごとに起点より順番に記載します。 

２ 用紙は，A-4  その他参考資料とは別葉 
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ｂ 策定の経緯の概要 

  （都市計画図書に添付） 

都市計画の策定の経緯の概要

１．関係機関との協議

     県 ○○地域振興局  平成  年  月  日

     県 都市計画課    平成  年  月  日

     県 道路建設課    平成  年  月  日

     県 道路維持課    平成  年  月  日

２．説明会等の開催

     日 時        平成  年  月  日 

     場 所

     出席者        約     名

３．案の公告及び縦覧等

     案の公告       平成  年  月  日

     縦覧期間     自 平成  年  月  日

              至 平成  年  月  日

     縦覧場所     県都市計画課 ○○地域振興局（または支庁）建設部

              ○○町建設課

     意見書の提出

     意見書の要旨

４．○○市町都市計画審議会への付議

     付議年月日      平成  年  月  日

     答申の内容

５．○○市町の意見（県決定のみ記載）

     平成  年  月  日付けで，異議のない旨の回答を得ている。
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  （九州地方整備局協議の際に添付） 

都市計画策定の経緯の概要

○○都市計画○○の 決定

          変更 

    事    項      時     期    備   考

 説 明 会  平成  年  月  日

 九州地方整備局長事前協議  平成  年  月  日

 計画案の縦覧  平成  年  月  日から

平成  年  月  日まで

 市町村の意見聴取  平成  年  月  日

 鹿児島県都市計画審議会  平成  年  月  日

 国土交通大臣同意  平成  年  月  日

 決定告示  平成  年  月  日

ｃ 整備・開発及び保全の方針 

    注１） 都市計画決定された区域マスタープランの計画書を添付し，該当する部分を赤のアンダー

ラインで示すこととします。 

注２） 区域マスタープランの計画書付図を添付します。 
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ｄ 都市計画の履歴調書 

（作成例）              都市計画の履歴調書

都市計画の種類

及び名称 

種類  ○○都市計画○○ 

名称  ○○○○○ 

市 町 村 名 ○○市・町・村 

告 示 年 月 日 主な事項 変 更 の 内 容 

 年 月 日

（当初）

延長○○m 

車線数○ 

幅員○○m 

○○○○を図るため，○○○を決定 

 年 月 日

延長○○m 

車線数○ 

幅員○○m 

○○○○を図るため，○○○を○○○へ変更 

 年 月 日

延長○○m 

車線数○ 

幅員○○m 

 年 月 日

延長○○m 

車線数○ 

幅員○○m 

 年 月 日

延長○○m 

車線数○ 

幅員○○m 

 年 月 日

（最終）

延長○○m 

車線数○ 

幅員○○m 

注１）「主な事項」の欄には都市計画で定める事項などを記載します。 

注２）「変更の内容」の欄には，作成例を参考のうえ，簡潔に記述します。 
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ｅ 都市計画の現況写真 

（作成例）        都市計画の現況写真 

都市計画の種

類及び名称

種類  ○○都市計画○○

名称  ○○○○○

市 町 村 名 ○○市・町・村

注：当該都市計画の概況が分かる現況写真を数枚添付します。 

ｆ 関係機関との協議  

  案件によって適宜，協議が必要な関係機関に協議することとなります。 

  協議記録簿等を添付することとします。 

全景写真

詳細写真
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ｇ 工事費概算書 

（単位：千円）

路
線
名

延長 幅員 面積
用
地
費

補
償
費

道 路 築 造 費 橋
梁
費

工
事
費

付

帯

事
務
費

合計
築造費 舗装費 植樹費 小計

ｍ ｍ ㎡

備 考 

１ 決定，変更に係る路線について全て記載します。 

２ 事業年度のわかっている場合は各年度毎の概算の事業量，事業費を記載します。

路線名
年度

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 計

○○○
○事業量

○事業費

ｈ 現況を把握する事項 

現況道路の状況(幅員，車線数等) 

現況交通量(道路交通センサスを活用) 

当該市町村の現在の整備率等(都市計画現況調査等を活用) 

都市計画道路整備状況図(都市計画現況調査：都市計画道路網図を活用) 
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ｉ 計画を把握する事項 

道路幅員，車線数などの計画諸言と根拠(道路構造令等適合状況) 

道 路 の 規 格 
第○種第○級（○○○台） 

○○都市将来交通配分量結果（平成○○年） 
備考 

道路の存する地域 

道 路 の 地 形 ： 平 地 部 

道 路 の 所 在 ： 都 市 部 

寒冷積雪の有無： 寒冷積雪無し 

道 路 延 長 約○ｍ 

内訳 国道○○号  約○ｍ 

   県道○○○線 約○ｍ 

名 称 単位 標準値 理想値 特例値 採用値 

設計速度 Km/h ○  ○ ○ 

標

準

部

全幅 ｍ ○ 

車線数 － ○車線（片側○車線×○） 

車道幅員 ｍ ○   ○ 

路肩幅員 ｍ ○   － 

停車帯幅員 ｍ ○  ○ ○ 

自転車歩行車道幅員 ｍ ○   ○ 

交

差

点

部

全幅 ｍ ○ 

車線数 － ○車線（片側○車線×○＋右折専用車線○車線） 

車道幅員 ｍ ○   ○ 

路肩幅員 ｍ ○   ○ 

停車帯幅員 ｍ ○  ○ － 

自転車歩行車道幅員 ｍ ○   ○ 

将来交通量の根拠資料 

 当該市町村の計画後整備率等(都市計画現況調査等を活用) 

 道路構造令又は地方公共団体の条例（該当する部分を赤のアンダーラインで示す）
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ｊ 主要道路の交通量及び混雑度・平成○年推定交通量 

路

線

名

観

測

地

点

道

路

幅

員

歩

行

者

自

転

車

二

輪

車

類

自   動   車   類 混

雑

度

○

年

（

観

測

）

推

定

交

通

量

平

成

○

年

乗 用 自 動 車 貨 物 自 動 車 合

計

軽

乗

用

乗

用

乗

合

計

軽

貨

物

小
型
貨
物

貨

客

車

普

通

特

殊

車

ｋ 自動車保有台数 

自動車保有台数（行政区域） 

車別

年度

普通

乗用

小型

乗用
乗合

普通

貨物

小型

貨物

特
殊
車

軽
乗
用

軽
貨
物

合  計 摘  要

年

年

備考 約５年前からの数字を記載します。 

ｌ 建物用途別現況図 

道路等の左右 50ｍ程度の範囲まで調査し，住宅的なもの黄色，商業的なもの赤色，工業的なも

の青色で着色し，永久建築物はその色でハッチをつけます。又，道路の計画線を入れます。 

凡例

住宅系

商業系

工業系

永久建築物

道路等 計画線

ｍ 土地利用現況図 

用途地域，農業振興地域，農用地，保安林など現況の土地利用区域と計画決定区域を表示 

ｎ 平面図 

         縮尺 1/500～1/1,000 で計画決定区域を赤で表示（計画図と一致させる） 

ｏ 縦断図 

ｐ 横断図 

標準横断図や主要な測点の断面図を添付します。 



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-61

ｑ 交差点処理図 

ｒ 主要構造物図 

橋梁部，立体交差部，高盛土部については，1/500 以上の平面図，横断図を添付します。 

イ 変更 

（ア） 計画書 

（ア）計画書 

（イ） 理由書等 

   理由書，総括図，計画図，参考図書は当初決定の例によることとします。 

計 画 書

○○都市計画道路の変更 鹿児島県決定  

○○市（町）決定

都市計画道路中○・○・○号○○線ほか○路線を次のように変更する。

種別

名  称 位  置 区 域 構     造

備考
番号 路線名 起 点 終 点

主 な

経過地
延 長

構 造

形 式

車 線

の 数
幅 員

地表式の区間に

おける鉄道等との

交 差 の 構 造

○○ ○○線

○○市

○○町

○丁目

○○市

○○町

○丁目

○○市

○○町

○丁目

約 ｍ ○車線 ○○ｍ

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

 理 由

備 考

１．表示方法は，決定の例によることとします。

２．上記は，路線変更の例ですが，以下，変更の内容に応じ，本文表示を次のようにして適用することとします。

例１） 名称変更を伴う変更の場合

都市計画道路中○・○・○号○○線を○・○・○号○○線に名称を改め，次のように変更する。

例２） 新たに路線を追加する場合

都市計画道路に○・○・○号○○線ほか○路線を次のように追加する。

例３） 一部廃止

都市計画道路中○・○・○号○○線を廃止する。

（備考）この場合，計画書中の表及び計画図は省略。

例４） 内容変更，追加，一部廃止を同時に行う場合

次のように本文表示を書き分け，所要の表示を行うこととします。

１．都市計画道路中○・○・○号○○線を○・○・○号○○線に，○・○・○号○○線を○・○・

○号○○線に名称を改め，○・○・○号○○線ほか○路線を次のように変更する。

２．都市計画道路に○・○・○号○○線ほか○路線を次のように追加する。

３．都市計画道路中○・○・○号○○線及び○・○・○号○○線を廃止する。

（備考）３の項については，計画書中の表及び計画図は省略。
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２ 都市高速鉄道 

（１） 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

（２） 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

（３） 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添付し

ます。 

 なお，案件によっては，別途，環境アセスに即した図書が必要な場合もあります。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 踏切交通量調書  

9 踏切事故歴調書  

10 比較設計表  

11 建物用途別現況図  

12 平面図  

13 線路平面図  

14 縦断図  

15 横断図  

16 交差道路，関連側道一覧表  

17 交差点 側道等平面図  

18 交差点 側道等標準断面図  



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-63

（４） 計画書等の様式及び作成要領 

ア 当初決定 

（ア） 計画書 

（イ） 理由書，総括図，計画図 

     「道路」の例によることとします。 

計  画  書

○○都市計画都市高速鉄道の決定（鹿児島県決定）

都市計画都市高速鉄道を次のように決定する。

名   称 位   置 区 域 構  造

備考
番号 路線名 起 点 終 点

主 な

経過地
延 長

構造

形式

地表式の区間

における幹線

街路等との交

差の構造

○○

○○鉄道

○○線

○○市○○

町○○丁目

○○市○○

町○○丁目

○○市○○

町○○丁目
約 ｍ

内訳

○○市○○

町○○丁目

○○市○○

町○○丁目

○○市○○

町○○丁目
約 ｍ 嵩上式

約 ｍ 地表式

幹線街路○○

線と平面交差

幹線街路と立

体交差○箇所

なお，○○市○○町○○丁目地内に○○駅を設ける。

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

理 由

備 考

１．「位置」は，町丁目又は字まで記載することとします。

２．「延長」は，10ｍ単位で記載することとします。
３．「内訳」の記載並びに「構造形式」を併記する場合については道路の例によることとします。

４．地表式の区間においては，幹線街路と平面交差する場合は個別に記載し，鉄道，自動車専用道路及び幹線

街路との立体交差についてはその箇所数を記載することとします。

この場合において「内訳」が設けられる場合にあっては，「内訳」の「地表式」の項に記載することとしま

す。

５．線路数を記載する場合は，単線の場合は「１」，複線の場合は「２」等として「備考」欄に記載することし

ます。

例：単複の別２

６．連続立体交差事業関係の決定については，それぞれ個別の計画決定（番号も省略）として処理することと

します。

この場合，「備考」欄には，例えば，「連続立体交差事業」と記載することが考えらます。

７．駅，操車場，車庫等主要な施設は，なお書きとし，その位置を記載することとします。

   例：なお，○○市○○町○○丁目地内に○○駅を設ける。
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（イ） 理由書，総括図，計画図 

     「道路」の例によることとします。 

（ウ） 参考図書 

ａ 変更対照表 

区

分

名  称 位     置 区 域 構        造

備 考番

号
路 線 名 起 点 終 点

主 な

経過地
延 長

構 造

形 式

地表式の区間におけ

る幹線街路等との交

差 の 構 造

前
約 ｍ

内訳

後
約 ｍ

内訳

備考は，単線の場合は「１」，複線の場合は「２」等として記載します。例：単複の別２ 

用紙は，A-4  その他参考資料とは別葉 

ｂ 策定の経緯の概要 

          「道路」の例によることとします。 

ｃ 整備・開発及び保全の方針 

          「道路」の例によることとします。 

ｄ 都市計画の履歴調書 

          「道路」の例によることとします。 

ｅ 都市計画の現況写真 

          「道路」の例によることとします。 

ｆ 関係機関との協議 

          「道路」の例によることとします。 
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ｇ 工事費概算書 

（単位：千円）

路
線
名

延長 線路数
用
地
費

補
償
費

工 事 費 ○
○
費

○
○
費

事
務
費

合計
鉄道費 ○○費 ○○費 小計

ｍ

備 考 

１ 決定，変更に係る路線について全て記載します。 

２ 事業年度のわかっている場合は各年度毎の概算の事業量，事業費を記載します。 

路線名
年度

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 計

○○○
○事業量

○事業費

ｈ 踏切交通量調書 

         連続立体交差事業調査の取扱いについて（昭和 61 年３月 17 日建設省都市局街路課特定都市

交通整備室長通知）表－３を添付します（連続立体交差事業の手引き掲載）。 

ｉ 踏切事故歴調書 

         連続立体交差事業調査の取扱いについて（昭和 61 年３月 17 日建設省都市局街路課特定都市

交通整備室長通知）表－４を添付します（連続立体交差事業の手引き掲載）。 

ｊ 比較設計表 

         連続立体交差事業調査の取扱いについて（昭和 61 年３月 17 日建設省都市局街路課特定都市

交通整備室長通知）表－８を添付します（連続立体交差事業の手引き掲載）。 

ｋ 建物用途別現況図 

          「道路」の例によることとします。 

ｌ 平面図 

         設計の概要を表示する図面（1/2,500 程度） 

ｍ 線路平面図 

          1/500 程度 

ｎ 縦断図 

         横 1/2,500 縦 1/100～500 程度 
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ｏ 横断図 

          図面（1/100～200 程度）起点部・終点部付近や駅部などの標準断面図 

ｐ 交差道路，関連側道一覧表 

ｑ 交差点，側道等平面図 

  設計の概要を表示する図面（1/500 程度） 

ｒ 交差点，側道等標準断面図 

         図面（1/100～200 程度）交差点などの標準断面図 

イ 変更 

  「道路」の変更の例によることとします。  
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３ 駐車場 

（１） 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

（２） 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

（３） 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添付し

ます。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 駐車場整備事業計画  

9 駐車場整備の必要性  

10 平面計画図  

11 主要構造物図  

12 出入口詳細図  

13 求積図  
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（４） 計画書等の様式及び作成要領 

ア 当初決定 

（ア） 計画書 

（イ） 理由書，総括図，計画図 

   「道路」の例によることとします。 

（ウ） 参考図書 

ａ 変更対照表 

区

分

名  称
位  置 面  積 構造 備  考

番号 駐車場名

前

後

備考は，例えば概ねの駐車台数，出入口の箇所数を記載します。 

用紙は，A-4  その他参考資料とは別葉 

計 画 書

○○都市計画駐車場の決定（○○市（町）決定）

都市計画駐車場を次のように決定する。

名    称
位   置 面 積 構 造 備 考

番号 駐車場名

○ ○○駐車場 ○○市○○町○○丁目
約

㎡

地下○層

地下○層

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

備 考

１．「自動車駐車場」と「自転車駐車場」は別葉とすることとします。

２．「位置」は，町丁目又は字まで記載することとします。

３．「面積」は，駐車場の敷地の面積をいい，100㎡（1,000㎡未満のものにあっては，
10㎡）単位で記載することとします。

４．「構造」欄には，地上及び地下の階層を記載することとします。

５．「備考」欄には，おおむねの駐車台数及び出入口の箇所数を記載することも考え

られます。

   （例）約○○台，出入口○箇所
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ｂ 策定の経緯の概要 

          「道路」の例によることとします。 

ｃ 整備・開発及び保全の方針 

          「道路」の例によることとします。 

ｄ 都市計画の履歴調書 

          「道路」の例によることとします。 

ｅ 都市計画の現況写真 

          「道路」の例によることとします。 

ｆ 関係機関との協議 

          「道路」の例によることとします。 

ｇ 工事費概算書 

（単位：千円）

番
号 面積

用
地
費

補
償
費

駐 車 場 築 造 費 ○
○
費

工
事
費

付

帯

事
務
費

合計
築造費 舗装費 植樹費 小計

㎡

備 考 

１ 決定，変更に係る路線について全て記載します。 

２ 事業年度のわかっている場合は各年度毎の概算の事業量，事業費を記載します。

番号
年度

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 計

○○○
○事業量

○事業費

ｈ 駐車場整備事業計画 

          事業計画概要，資金計画，収支計画等記載します。 

ｉ 駐車場整備の必要性 

○○市の駐車場整備計画での位置付け，駐車場の規模の算定，現況交通量調査及び将来の推

定交通量，駐車場出入口の検討，交差点混雑度の検討 

ｊ 平面計画図   

駐車場計画平面図を添付(縮尺については，1/500 程度以上) 
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ｋ 主要構造物図 

駐車場の主要構造物図を添付(縮尺については，1/500 程度以上) 

ｌ 出入口詳細図 

駐車場出入口の詳細図を添付，交差点部との関係等(縮尺については，1/500 程度以上) 

ｍ 求積図 

区域面積がわかる図面 

イ 変更 

   「道路」の変更の例によることとします。 
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４ 公園及び緑地 

（１） 公園 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

 参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添

付します。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 計画予想図  

9 誘致区域図  

10 当該区域の現況  

11 公園箇所数面積及び１人当たり公園面積調べ  

12 道路に隣接しない場合の図面  
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エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 当初決定 

ａ 計画書

計  画  書

○○都市計画公園の決定（
鹿児島県決定   

○○○市（町）決定）

都市計画公園を次のように決定する。

種 別
名   称

位   置 面 積 備  考
番 号 公園名

○○ ○○○
○○

公園
○○市○○町○丁目

約

ha （主要施設を記入）

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

備 考

１．「位置は」，町丁目又は字まで記載することとします。

２．「面積」は，次により記載することとします。

  イ．街区公園 小数点以下第２位まで（四捨五入）

  ロ．そ の 他 小数点以下第１位まで（四捨五入）

３．「備考」欄には，主要な公園施設を記載することも考えられます。

４．種別は街区公園，近隣公園，地区公園，総合公園，運動公園，広域公園，特殊公園

等を記入することとします。

    区分 ２ 街区公園

       ３ 近隣公園

       ４ 地区公園

       ５ 総合公園

       ６ 運動公園

       ７ 特殊公園（ア）に該当するもの（風致公園）

       ８ 特殊公園（イ）に該当するもの（動物公園，植物公園，歴史公園そ

の他特殊な利用を目的とする公園）

       ９ 広域公園

    規模 ２ 面積  1ha未満
       ３ 面積  1ha以上  4ha未満
       ４ 面積  4ha以上 10ha未満
       ５ 面積 10ha以上 50ha未満
       ６ 面積 50ha以上300ha未満
       ７ 面積300ha以上のもの

番号は当該都市計画区域ごとに，区分ごとの一連番号を付することとします。

５．２以上の都市計画区域にわたる場合の本文表示は，次の例によることとします。

  （例）○○都市計画，○○都市計画，○○都市計画公園を次のように決定する。



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-73

ｂ 理由書，総括図 

「道路」の例によることとします。 

ｃ 計画図 

（ａ） 図面の縮尺は原則として 1/500 以上の平面図とします。 

（ｂ） 区域は赤色の実線で囲み，折点には直径３mmの円を付し一連番号をその中に記載し，その

中を薄赤色で着色します。また名称（番号と名称）と面積を記載します。 

（ｃ） 図面の余白部にその区域界の種類を次のように表示します。 

   例  ①～⑤ 道路界 
      ⑤～⑦ 筆界 

（ｄ） 区域界を筆界で取る所は区域界に接している土地の地番を記載します。 

（ｅ） 大字界及び小字界とその名称を赤色で記載します。 

字には，ふりがなも記載します。 

  大字界 太い２点鎖線 

  小字界 細い１点鎖線 

（ｆ） 変更の場合は変更後の計画線を赤の実線で，変更前の線を黒の破線で記載します。 

※ 広い区域の場合は，1/1000 縮尺の場合もあります。 

※ 区域が広い場合の着色は，薄く縁取りすることもあります。 



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-74

ｄ 参考図書 

（ａ） 変更対照表

区

分
種    別

名    称
位   置 面   積 備     考

番 号 公園名

前 約   ha 

後 約   ha 
１ 備考欄には主な施設名を記載します。 

２ 用紙は，A-4  その他参考資料とは別葉 

（ｂ） 策定の経緯の概要 

「道路」の例によることとします。 

（ｃ） 整備・開発及び保全の方針 

「道路」の例によることとします。 

（ｄ） 都市計画の履歴調書 

「道路」の例によることとします。 

（ｅ） 都市計画の現況写真 

「道路」の例によることとします。 

（ｆ） 関係機関との協議       

「道路」の例によることとします。 

（ｇ） 工事費概算書 

（単位：千円）

公園

緑地

墓園名

用地費
物 件

移転費

築   造   費
施設費

事務費

その他
計

委託費 築造費 植樹費 計

（ｈ） 計画予想図 

計画図と同一縮尺の図面に完成後の予想を記載します。 

区域については計画図と同様赤で囲みます。 
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（ｉ） 誘致区域図 

・ 図面の縮尺は 1/25,000 以上の図面とします。（総括図と同様） 

・ 現在計画決定している公園について誘致区域をみどり色の細実線で表示します。 

但し，幅員 12ｍ以上の道路，河川，鉄道によって誘致区域界とします。

街区公園  半径 0.25km 

             近隣公園  半径 0.50km 

             地区公園  半径 1.00km 

・その他の公園については，誘致区域表示は必要ありません。

（ｊ） 当該区域の現況 

・ 地形･････････当該地の位置及び地形の概要を記載します。 

・ 土地利用･････当該地の土地利用の概要を下表により作成します。

地 目 山 林 畑 水 田 荒 地 宅 地 その他 計

面 積
ha ha ha ha ha ha ha

土地所有区分

区 分 国 有 地 市（町）有地 民 有 地 備   考

面 積
ha ha ha

（ｋ） 公園箇所数面積及び１人当たり公園面積調べ 

公園箇所数 公園面積
都市計画区域人

口
１人当り公園面積 備  考

現 在

う ち 共 用

平 成 ○ 年

う ち 共 用

見 込

※計画決定してある公園は（  ）書で記載

（ｌ） 道路に隣接しない場合の図面 

道路に隣接しない場所は，進入経路図及び進入経路の標準横断図を添付します。 
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（イ） 変更 

ａ 計画書 

計  画  書

○○都市計画公園の変更（
鹿児島県決定  

○○市（町）決定）

都市計画公園中○・○・○号○○公園ほか○公園を次のように変更する。

種 別
名   称

位   置 面 積 備  考
番 号 公園名

○○ ○○○
○○

公園
○○市○○町○丁目

約

ha
 「区域は計画図表示のとおり」

理 由

備 考

１．表示方法は，決定の例によることとします。

２．上記は，区域等の変更の例ですが，以下，変更の内容に応じ，本文表示を次のよう

にして適用することとします。

例１）名称変更を伴う変更の場合

都市計画公園中○・○・○号○○公園を○・○・○号○○公園に名称を改め，次

のように変更する。

例２）新たに公園を追加する場合

都市計画公園に○・○・○号○○公園ほか○公園を次のように追加する。

例３）一部廃止

都市計画公園中○・○・○号○○公園を廃止する。

（備考）この場合，計画書中の表及び計画図は不要

例４）内容変更，追加，一部廃止を同時に行う場合，次のように本文表示を書きわけ，

所要の表示を行うこととします。

１．都市計画公園中○・○・○号○○公園を○・○・○号○○公園に，○・○・

○号○○公園を○・○・○号○○公園に名称を改め，○・○・○号○○公園

ほか○公園を次のように変更する。

２．都市計画公園に○・○・○号○○公園ほか○公園を次のように追加する。

３．都市計画公園中○・○・○号○○公園及び○・○・○号○○公園を廃止す

る。

     （備考）３の項については，計画書中の表及び計画図は不要
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ｂ 理由書等 

        理由書，総括図，計画図，参考図書は当初決定の例によることとします。 

（２） 広場 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

 参考図書一覧 

「公園」の例によることとします。 

エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 当初決定 

ａ 計画書 

計  画  書

○○都市計画広場の決定（
鹿児島県決定   

○○○市（町）決定）

都市計画広場を次のように決定する。

名     称
位    置 面 積 備   考

番 号 広場名

○
○○

広場
○○市○○町○○丁目 約   ha 

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

備 考

１．「位置」は，町丁目又は字まで記載することとします。

２．「面積」は，小数点以下第１位（１ha 未満のものにあっては小数点以下第２位）ま
で記載することとします。

３．「備考」欄には広場の特質を記載することも考えられます。
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ｂ 理由書等 

「公園」の例によることとします。

（イ） 変更 

「公園」の変更の例によることとします。 

（３） 墓園，運動場 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

 参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添

付します。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 計画予想図  

9 誘致区域図  

10 当該区域の現況  

11 公園箇所数面積及び１人当たり公園面積調べ  

12 道路に隣接しない場合の図面  

13 過去 10 ヶ年における出生死亡表  
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エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 計画書，理由書，総括図，計画図 

広場の例によることとします。 

ただし備考３は，墓園については，主要な墓園施設，墓所面積及び墓園面積に対する墓所面積

のおおむねの割合を記載し，運動場については主要な運動施設及び運動場面積に対する運動施

設の敷地面積のおおむねの割合を記載することとします。

（イ）参考図書 

ａ 変更対照表 

区

分
種    別

名    称
位   置 面   積 備     考

番 号 墓園名

前 約   ha 

後 約   ha 
備考欄には主な施設名を記載します。 

用紙は，A-4  その他参考資料とは別葉

ｂ 策定の経緯の概要 

「道路」の例によることとします。 

ｃ 整備・開発及び保全の方針 

          「道路」の例によることとします。 

ｄ 都市計画の履歴調書 

          「道路」の例によることとします。

ｅ 都市計画の現況写真 

          「道路」の例によることとします。 

ｆ 関係機関との協議 

          「道路」の例によることとします。 

ｇ 工事費概算書 

          「公園」の例によることとします。 

ｈ 計画予想図 

          「公園」の例によることとします。 

ｉ 誘致区域図 

          「公園」の例によることとします。 
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ｊ 当該区域の現況 

          「公園」の例によることとします。 

ｋ 公園箇所数面積及び１人当たり公園面積調べ 

          「公園」の例によることとします。 

ｌ 道路に隣接しない場合の図面 

          「公園」の例によることとします。 

ｍ 過去 10 ヶ年における出生死亡表 

年 人口 世帯数 出生者数 死亡者数

平成○年

平成○年

平成○年

（４） 緑地 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

 参考図書一覧 

「公園」の例によることとします。 
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エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 当初決定 

ａ 計画書 

ｂ 理由書等 

「公園」の例によることとします。

（イ） 変更 

「公園」の例によることとします。 

５ 下水道 

（１） 流域下水道 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

計  画  書

○○都市計画緑地の決定（
鹿児島県決定   

○○○市（町）決定）

都市計画緑地を次のように決定する。

名     称
位   置 面   積 備   考

番 号 緑地名

○ ○○緑地 ○○市○○町○丁目 約   ha 

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

備 考

１．「位置」は町丁目又は字まで記載することとします。

２．「面積」は小数点以下第１位（１ha 未満のものにあっては小数点以下第２位）まで
記載することとします。
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 参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添

付します。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 年度別事業計画  

9 市街地調  

10 地形及び土地利用の現況  

11 施設の概要  

12 流量計算書  

13 基本計画書  
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エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 当初決定 

ａ 計画書 

計  画  書

○○都市計画，○○都市計画及び○○都市計画

下水道の決定（鹿児島県決定）

○○都市計画，○○都市計画及び○○都市計画下水道を次のように決定する。

１．下水道の名称  ○○流域下水道

２．排水区域

接続する下水道 備   考

○○都市計画下水道○○公共下水道

○○都市計画下水道○○公共下水道

○○都市計画下水道○○特定環境保全公共下水道

３．下水管渠

内 訳
位     置

備  考
起   点 終   点

○○幹線

放流管渠

○○市○○町○丁目

○○市○○町○丁目

○○市○○町○丁目

○○市○○町○丁目

「区域は計画図表示のとおり」

４．その他の施設

名   称 位     置 備   考

○○ポンプ場

○○処理場

○○調整池

○○市○○町○丁目及び○丁目

○○市○○町○丁目及び○丁目

○○市○○町○丁目及び○丁目

「区域は計画図表示のとおり」

理 由
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ｂ 理由書，総括図 

「道路」の例によることとします。 

ｃ 計画図 

（ａ） 図面の縮尺は 1/2,500 以上の平面図とします。 

（ｂ） 区域は赤色の実線で囲み，その中を薄赤色で着色します。 

（ｃ） 集水面積 1000ha 以上の管渠は赤色で表示し，名称，延長を表示します。また，起終点を表

示します。処理場は赤色で囲み，名称，面積を表示します。 

（ｄ） 大字界及び小字界とその名称を赤色で記載します。(字にふりがなを記載) 

   大字界 太い２点鎖線 

   小字界 細い１点鎖線 

（ｅ） 変更の場合は変更後の計画線を赤の実線で，変更前の線を黒の破線で記載します。 

備 考

１．排水区域の「接続する下水道」は，流域関連公共下水道の名称を記載することとし

ます。

２．「面積」は，排水区域については１ha単位で，その他のものについて 100㎡（1,000
㎡未満のものにあっては 10㎡）単位で記載することとします。（以下四捨五入）

３．「位置」は，町丁目又は字まで記載することとします。

４．「起点」は，下流側とすることとします。

５．「４．その他の施設」の「備考」欄には，面積を記載することとします。

  例：（○○ポンプ場）○○㎡，（○○処理場）○○㎡，（○○調整池）○○㎡
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ｄ 参考図書

（ａ） 変更対照表 

用紙は，A-4  その他参考資料とは別葉 

（ｂ） 策定の経緯の概要 

           「道路」の例によることとします。 

（ｃ） 整備・開発及び保全の方針 

          「道路」の例によることとします。 

（ｄ） 都市計画の履歴調書 

            「道路」の例によることとします。 

変 更 対 照 表

排水区域

区分 名     称 面   積 備   考

前 約   ha 
後 約   ha 

下水管渠（汚水）

区

分
名  称

位     置 区     域

備   考
起  点 終  点

管径又は

幅  員
延  長

前  ｍ～ ｍ 約  ｍ

後  ｍ～ ｍ 約  ｍ

前  ｍ～ ｍ 約  ｍ

後  ｍ～ ｍ 約  ｍ

前  ｍ～ ｍ 約  ｍ

後  ｍ～ ｍ 約  ｍ

前  ｍ～ ｍ 約  ｍ

後  ｍ～ ｍ 約  ｍ

前  ｍ～ ｍ 約  ｍ

後  ｍ～ ｍ 約  ｍ
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（ｅ） 都市計画の現況写真 

          「道路」の例によることとします。 

（ｆ） 関係機関との協議 

            「道路」の例によることとします。 

（ｇ） 工事費概算書 

（単位：千円）

名   称 規   格 用地補償費 築 造 費 事 務 費 合   計

（ｈ） 年度別事業計画

  （単位：千円）

年 度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度以降 合  計

事業費

（ｉ） 市街地調

面      積 人       口

最近国調年（ha） 当該決定年（ha） 最 近 国 調 年 当 該 決 定 年

（ｊ） 地形及び土地利用の現況 

地  形･･････当該地の位置及び地形の概要を記載します。 

土地利用･････当該地の土地利用の概要を記載します。 

（ｋ） 施設の概要 

下水排除の現状 

排水区域 

排除方式 

排水系統 

（ｌ） 流量計算書 

作成にあたっては内容等を十分検討し計算内容に不整合の生じないよう留意してください。 

           公共下水道は，都市計画決定する幹線等について，添付します。 

（ｍ） 基本計画書 

新しく公共下水道を決定する場合は添付します。 



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-87

（イ） 変更 

ａ 計画書 

計  画  書

○○都市計画，○○都市計画及び○○都市計画

下水道の変更（鹿児島県決定）

○○都市計画，○○都市計画及び○○都市計画下水道○○流域下水道「３下水管渠」

中○○幹線ほか○線を次のように変更する。

３．下水管渠

内 訳
位     置

備  考
起   点 終   点

○○幹線 ○○市○○町○丁目 ○○市○○町○丁目

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

備 考

１．既定の流域下水道の一部を変更する場合は，計画書中当該変更に係る部分だけを表

示すれば足りるものとします。

２．表示方法は，決定の例によることとします。

３．変更の内容に応じ，本文表示を次のようにして適用することとします。

例１） 新たに施設を追加する場合

    ○○都市計画，○○都市計画及び○○都市計画下水道○○流域下水道「３

下水管渠」に○○幹線を次のように追加する。

例２） 施設の変更，追加を同時に行う場合

    ○○都市計画，○○都市計画及び○○都市計画下水道○○流域下水道「２
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ｂ 理由書等 

理由書，総括図，計画図，参考図書は当初決定の例によることとします。 

（２） 公共下水道及び都市下水路 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

排水区域」及び「３下水管渠」中○○幹線を次のように変更し，同流域下水

道「４その他の施設」に○○ポンプ場を次のように追加する。

   例３）一部廃止

○○都市計画，○○都市計画及び○○都市計画下水道○○流域下水道「３

下水管渠」中○○幹線を廃止する。

     （備考）この場合，計画書中の表及び計画図は不要。

４．既定の流域下水道に新しく他の都市計画に係る流域下水道を追加する場合は，既

定の都市計画に係る流域下水道の変更と新しく追加される都市計画に係る流域下水

道の決定として取り扱うこととします。

例）○○都市計画，○○都市計画及び○○都市計画下水道の変更並びに○○都市

計画下水道の決定（○○県決定）

○○都市計画，○○都市計画及び○○都市計画下水道○○流域下水道を次の

ように変更し，○○都市計画下水道○○流域下水道を次のように決定する。

（備考）計画書は，追加部分を含んだ全体を表示することとします。
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 参考図書一覧 

「公共下水道」は「流域下水道」の例によることとします。 

「都市下水路」は下記に例示しますので，適宜，必要な図書を添付します。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 浸水調べ  

8 工事費概算書  

9 年度別事業計画  

10 市街地調  

11 地形及び土地利用の現況  

12 施設の概要  

13 流量計算書  
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エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 当初決定 

ａ 計画書

計  画  書

○○都市計画下水道の決定（
鹿児島県決定   

○○○市（町）決定）

都市計画下水道を次のように決定する。

１．下水道の名称  ○○｛
公共下水道

都市下水路｝

２．排水区域

「排水区域は総括図表示のとおり」

 （備考）面積 約  ha（うち処理区域約  ha）
３．下水管渠

内 訳
位     置

備考
起   点 終   点

○○幹線

放流管渠

○○市○○町○○丁目

○○市○○町○○丁目

○○市○○町○○丁目

○○市○○町○○丁目

「区域は計画図表示のとおり」

４．その他の施設

名   称 位     置 備 考

○○ポンプ場

○○処理場

○○調整池

○○市○○町○○丁目及び○○丁目

○○市○○町○○丁目

○○市○○町○○丁目

「区域は計画図表示のとおり」

理 由
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ｂ 理由書等 

理由書，総括図，計画図は「流域下水道」の例によることとします。 

備 考

１．公共下水道と都市下水路は別葉とすることとします。

２．都市計画区域に二以上の同種の下水道（但し，都市下水路は除く）がある場合は，

それぞれにつき一葉の計画書とすることとします。

３．排水区域は下水を排除すべき区域（都市下水路にあっては集水区域）を記載するこ

ととします。

４．排水区域の「備考」欄には，市町村別の排水区域の面積を記載することも考えられ

ます。

５．「３．下水管渠」の幹線管渠には，次に掲げるものを記載することとします。

 ①下水排除面積が 1,000ha以上の管渠
 ②下水排除面積が 1,000ha未満の管渠で，構造の大部分が開渠のもの
 ③吐口及びこれに接続する放流管渠

６．流域関連公共下水道については下水管渠の備考欄に流域下水道との接続関係を記載

することとします。

７．下水管渠が分流式である場合は，分流式である旨及び汚水管又は雨水管の別を記載

することとします。

８．起点は，下流側とし，「位置」は町丁目又は字まで記載することとします。

９．排水区域面積は ha単位で，ポンプ施設及び処理施設の敷地面積は 100㎡（1,000㎡
未満のものにあっては 10㎡）単位で記載することとします。（四捨五入）
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ｃ 参考図書 

（ａ） 変更対照表 

（ｂ） 策定の経緯の概要 

「道路」の例によることとします。 

（ｃ） 整備・開発及び保全の方針 

          「道路」の例によることとします。 

（ｄ） 都市計画の履歴調書 

            「道路」の例によることとします。 

（ｅ） 都市計画の現況写真 

          「道路」の例によることとします。 

（ｆ） 関係機関との協議 

            「道路」の例によることとします。 

変更対照表

２．排水区域

区分 名 称 面 積 備 考

前 約   ha

後 約   ha

３．下水管渠

区分 名  称

位   置 区   域

備   考
起 点 終 点

管径又

は幅員
延 長

前 ○○幹線

後 ○○幹線
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（ｇ） 浸水調べ 

浸 水 面 積
１ 回 平 均

浸水戸数（Ａ）

年 平 均

浸水回数（Ｂ）

１ 回 平 均

浸水時間（Ｃ）

※ 浸 水 指 数

Ａ × Ｂ × Ｃ

（ｈ） 工事費概算書 

「流域下水道」の例によることとします。 

（ｉ） 年度別事業計画 

          「流域下水道」の例によることとします。 

（ｊ） 市街地調 

          「流域下水道」の例によることとします。 

（ｋ） 地形及び土地利用の現況 

          「流域下水道」の例によることとします。 

（ｌ） 施設の概要 

          「流域下水道」の例によることとします。 

（ｍ）流量計算書 

          「流域下水道」の例によることとします。 

（イ） 変更 

「流域下水道」の変更の例によることとします。
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６ 供給処理施設 

（１） 汚物処理場 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

 参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添

付します。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 当該区域の現況  

9 当該区域内の環境衛生概要  

10 現在の汚水処理状況  

11 汚水処理方法の概要  

12 進入道路及び汚泥の搬出路について  

13 収集方法及び輸送車数並びに量  

14 計画予想図  

15 計画説明表 人口  

16 計画説明表 年次別収集形態内訳表  

17 計画説明表 年次別処理区分内訳表  



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-95

エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 当初決定 

ａ 計画書

ｂ 理由書，総括図

「道路」の例によることとします。 

ｃ 計画図 

「公園」の例によることとします。 

計  画  書

○○都市計画汚物処理場の｛
決定

変更｝（○○市（町）決定）

都市計画汚物処理場を次のように｛
決定

変更｝する。

名   称
位   置 面   積 備   考

番 号 汚物処理場名

○ ○○汚物処理場 ○○市○○町○○丁目 約  ㎡

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

備 考

１．「位置」は，町丁目又は字まで記載することとします。

２．「面積」は 100 ㎡（1,000㎡未満のものにあっては 10㎡）単位で記入することとし
ます。（10㎡単位を四捨五入）
３．「備考」欄には，処理能力を記載することも考えられます。



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-96

ｄ 参考図書

（ａ） 変更対照表 

区

分

名  称
位  置 面  積 備  考

番号 ○○処理場名

前

後

備考には，処理能力などを記載します。 

用紙は，A-4  その他参考資料とは別葉

（ｂ） 策定の経緯の概要 

            「道路」の例によることとします。 

（ｃ） 整備・開発及び保全の方針 

            「道路」の例によることとします。 

（ｄ） 都市計画の履歴調書 

            「道路」の例によることとします。 

（ｅ） 都市計画の現況写真 

  「道路」の例によることとします。 

（ｆ） 関係機関との協議 

  「道路」の例によることとします。 

（ｇ） 工事費概算書 

（単位：千円）

都 市 施

設名
用地費 補償費

築   造   費
○○費

事務費

その他
計

造成費 施設費 ○○費 計

（ｈ） 当該区域の現況 

・ 地形･････････当該地の位置及び地形の概要を記載します。 

・ 土地利用･････当該地の土地利用の概要を下表により作成します。 

地 目 山 林 畑 水 田 荒 地 宅 地 その他 計

面 積
ha ha ha ha ha ha ha

土地所有区分 

区 分 国 有 地 市（町）有地 民 有 地 備   考

面 積
ha ha ha
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（ｉ） 当該区域内の環境衛生概要 

           環境，都市計画法，森林法，農地法などの規制等について記載します。 

（ｊ） 現在の汚水処理状況 

           し尿・浄化槽汚泥などの処理状況表（推移）を用いて，現在の汚水処理状況を記載します。 

（ｋ） 汚水処理方法の概要 

           計画処理区域，建設年度及び稼働年度，計画目標年次，計画施設規模，選定箇所の理由，

処理方式，設備計画，主要設備運転時間，環境対策などについて記載します（実績と将来推計

表，処理フロー図）。 

（ｌ） 進入道路及び汚泥の搬出路について 

し尿・浄化槽汚泥などの搬入路及び汚泥の搬出路を示した図面  

（ｍ） 収集方法及び輸送車数並びに量 

バキューム車，パッカー車の車両規格，車両数及び収集方法，量について，記載します。 

（ｎ） 計画予想図  

区域，建物，道路，駐車場，緑地等を記載 

（ｏ） 計画説明表 人口 

現     在 目 標 年 度

総 人 口

区 域 内 人 口

計 画 収 集 人 口

（ｐ） 計画説明表 年次別収集形態内訳表 

年次

区分

収 集 実 績 今 後 の 目 標
備 考

○ ○ ○ ○ ○ ○

直 営

許 可 業 者

そ の 他

計
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（ｑ） 計画説明表 年次別処理区分内訳表 

年次

区分

処 理 実 績 今 後 の 予 想
備 考

○ ○ ○

し 尿 処 理

農 地 還 元

下水道投入

そ の 他

し 尿 浄 化

計

（２） ごみ焼却場 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 
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 参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添

付します。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 当該区域の現況  

9 当該区域の公共制限関係  

10 当該区域の環境衛生関係  

11 塵芥量調書  

12 収集区域及び方法  

13 焼却方法  

14 残さい及び不燃物の処理方法  

15 環境対策  

16 計画予想図  

17 フローシート  

18 求積図  

19 風向風速図  

20 現況図  

21 収集区域及び搬入経路図  

22 距離測定図  

エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 計画書，理由書，総括図，計画図 

「汚物処理場」の例によることとします 
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（イ） 参考図書 

ａ 変更対照表 

区

分

名  称
位  置 面  積 備  考

番号 ごみ焼却場名

前

後

備考には，処理能力などを記載します。 

用紙は，A-4 その他参考資料とは別葉 

ｂ 策定の経緯の概要 

         「道路」の例によることとします。 

ｃ 整備・開発及び保全の方針 

           「道路」の例によることとします。 

ｄ 都市計画の履歴調書 

         「道路」の例によることとします。 

ｅ 都市計画の現況写真 

         「道路」の例によることとします。 

ｆ 関係機関との協議 

          「道路」の例によることとします。 

ｇ 工事費概算書 

（単位：千円） 

都 市 施

設名
用地費 補償費

築   造   費
○○費

事務費

その他
計

造成費 施設費 ○○費 計

ｈ 当該区域の現況 

・ 地形･････････当該地の位置及び地形の概要を記載します。 

・ 土地利用･････当該地の土地利用の概要を下表により作成します。 

地 目 山 林 畑 水 田 荒 地 宅 地 その他 計

面 積
ha ha ha ha ha ha ha

土地所有区分

区 分 国 有 地 市（町）有地 民 有 地 備   考

面 積
ha ha ha
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ｉ 当該区域の公共制限関係 

ｊ 当該区域の環境衛生関係 

        環境，都市計画法，森林法，農地法などの規制等について記載します。 

ｋ 塵芥量調書 

市町名 現      在 将      来

行政区域
内 人 口

人

収 集
人 口

人

１日１人
塵 芥 量

kg

１ 日
塵 芥 量

t/日

行政区域
内 人 口

人

収 集
人 口

人

１日１人
塵 芥 量

kg

１ 日
塵 芥 量

t/日
計

ｌ 収集区域及び方法 

 収集人口及び収集区域，収集・運搬の方法，収集区分，収集車両などを記載します。 

ｍ 焼却方法 

        焼却方法を記載します（ガイドライン対応の焼却設備など）。 

ｎ 残さい及び不燃物の処理方法 

          残さいの処理方法，不燃物の処理方法について記載します。 

ｏ 環境対策 

公害防止基準とその対策として大気汚染，水質汚濁，悪臭，騒音・振動，計画施設の公害防止

基準値，環境影響評価，土壌汚染，交通量などについて記載します。 

ｐ 計画予想図 

          区域，建物，道路，駐車場，緑地等を記載 

ｑ フローシート 

ｒ 求積図 

          区域面積がわかる図面 
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ｓ 風向風速図 

ｔ 現況図 

施設近辺の建物用途別現況図面を添付します。 

ｕ 収集区域及び搬入経路図 

ごみの収集区域及び車両の搬入路がわかる図面を添付します。 

ｖ 距離測定図 

学校，病院等公共施設との距離を示した図面を添付します。 
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（３） ごみ処理場 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

 参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を

添付します。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 当該区域の現況  

9 当該区域の公共制限関係  

10 当該区域の環境衛生関係  

11 処理能力，処理方法（工作物カタログ）  

12 収集区域及び方法  

13 環境対策  

14 計画予想図（配置図）  

15 フローシート  

16 求積図  

17 風向風速図  

18 現況図  

19 収集区域及び搬入経路図  

20 距離測定図  
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エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 計画書，理由書，総括図，計画図 

「汚物処理場」の例によることとします。 

（イ） 参考図書 

ａ 変更対照表 

区

分

名  称
位  置 面  積 備  考

番号 ○○処理場名

前

後

備考には，処理能力などを記載します。 

用紙は，A-4  その他参考資料とは別葉 

ｂ 策定の経緯の概要 

          「道路」の例によることとします。 

ｃ 整備・開発及び保全の方針 

          「道路」の例によることとします。 

ｄ 都市計画の履歴調書 

          「道路」の例によることとします。 

ｅ 都市計画の現況写真 

          「道路」の例によることとします。 

ｆ 関係機関との協議 

          「道路」の例によることとします。 

ｇ 工事費概算書 

（単位：千円）

都 市 施

設名
用地費 補償費

築   造   費
○○費

事務費

その他
計

造成費 施設費 ○○費 計
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ｈ 当該区域の現況 

（ａ） 地形･････････当該地の位置及び地形の概要を記載します。 

（ｂ） 土地利用････当該地の土地利用の概要を下表により作成します。 

地 目 山 林 畑 水 田 荒 地 宅 地 その他 計

面 積
ha ha ha ha ha ha ha

土地所有区分

区 分 国 有 地 市（町）有地 民 有 地 備   考

面 積
ha ha ha

ｉ 当該区域の公共制限関係 

ｊ 当該区域の環境衛生関係 

         環境，都市計画法，森林法，農地法などの規制等について記載します。 

ｋ 処理能力，処理方法（工作物カタログ） 

          処理能力と処理方法について記載します。使用する工作物については，カタログ及び写真等も

添付します。 

ｌ 収集区域及び方法 

         収集人口及び収集区域，収集・運搬の方法，収集区分，収集車両などを記載します。 

ｍ 環境対策 

  公害防止基準とその対策として大気汚染，水質汚濁，悪臭，騒音・振動，計画施設の公害防止

基準値，環境影響評価，土壌汚染，交通量などについて記載します。 

ｎ 計画予想図（配置図） 

          区域，建物，道路，駐車場，緑地等を記載 

ｏ フローシート 

ｐ 求積図 

          区域面積がわかる図面 
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ｑ 風向風速図 

ｒ 現況図  

施設近辺の建物用途別現況図面を添付します。 

ｓ 収集区域及び搬入経路図 

ごみの収集区域及び車両の搬入路がわかる図面を添付します。 

ｔ 距離測定図 

学校，病院等公共施設との距離を示した図面を添付します。 
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（４） 市場 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

 参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添

付します。

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 当該区域の現況  

9 当該区域の公共制限関係  

10 当該区域の環境衛生関係  

11 取扱量調書  

12 施設規模算定基礎  

13 計画予想図  

14 求積図  

エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 計画書，理由書，総括図，計画図 

「汚物処理場」の例によることとします。
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（イ） 参考図書 

ａ 変更対照表 

区

分

名  称
位  置 面  積 備  考

番号 市場名

前

後

備考には，取扱量などを記載します。

用紙は，A-4その他参考資料とは別葉

ｂ 策定の経緯の概要 

          「道路」の例によることとします。 

ｃ 整備・開発及び保全の方針 

          「道路」の例によることとします。 

ｄ 都市計画の履歴調書 

          「道路」の例によることとします。 

ｅ 都市計画の現況写真 

          「道路」の例によることとします。 

ｆ 関係機関との協議 

          「道路」の例によることとします。 

ｇ 工事費概算書 

（単位：千円）

都 市 施

設名
用地費 補償費

築   造   費
○○費

事務費

その他
計

造成費 施設費 ○○費 計

ｈ 当該区域の現況 

（ａ） 地形･････････当該地の位置及び地形の概要を記載します。 

（ｂ） 土地利用････当該地の土地利用の概要を下表により作成します。 

地 目 山 林 畑 水 田 荒 地 宅 地 その他 計

面 積
ha ha ha ha ha ha ha

土地所有区分

区 分 国 有 地 市（町）有地 民 有 地 備   考

面 積
ha ha ha
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ｉ 当該区域の公共制限関係 

ｊ 当該区域の環境衛生関係 

         環境，都市計画法，森林法，農地法などの規制等について記載します。 

ｋ 取扱量調書

市 町 名
現   在 平成○○年度 備 考

世帯数 人 口 数 量 世帯数 人 口 数 量

戸 人 t 戸 人 t

ｌ 施設規模算定基礎 

         計画の概要及びその根拠について，記載します。 

ｍ 計画予想図 

          区域，建物，道路，駐車場，緑地等を記載します。 

ｎ 求積図 

          区域面積がわかる図面 

（５） と畜場 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 
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 参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添

付します。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 現況調書  

9 現況図  

10 配置図  

11 計画予想図  

12 風向風速図  

13 家畜搬入路図  

エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 計画書，理由書，総括図，計画図 

「汚物処理場」の例によることとします。 

（イ） 参考図書 

ａ 変更対照表 

区

分

名  称
位  置 面  積 備  考

番号 と畜場名

前

後

備考には，処理能力などを記載します。

用紙は，A-4その他参考資料とは別葉

ｂ 策定の経緯の概要 

          「道路」の例によることとします。 

ｃ 整備・開発及び保全の方針 

          「道路」の例によることとします。 
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ｄ 都市計画の履歴調書 

          「道路」の例によることとします。 

ｅ 都市計画の現況写真 

          「道路」の例によることとします。 

ｆ 関係機関との協議 

          「道路」の例によることとします。 

ｇ 工事費概算書 

（単位：千円）

都 市 施

設名
用地費 補償費

築   造   費
○○費

事務費

その他
計

造成費 施設費 ○○費 計

ｈ 現況調書 

（ａ） 地形･････････当該地の位置及び地形の概要を記載します。 

（ｂ） 土地利用････当該地の土地利用の概要を下表により作成します。 

地 目 山 林 畑 水 田 荒 地 宅 地 その他 計

面 積
ha ha ha ha ha ha ha

土地所有区分

区 分 国 有 地 市（町）有地 民 有 地 備   考

面 積
ha ha ha

ｉ 現況図 

施設近辺の建物用途別現況図面を添付します。 

ｊ 配置図 

建物の平面図，立面図を添付します。 

ｋ 計画予想図 

区域，建物，道路，駐車場，緑地等を記載します。 
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ｌ 風向風速図 

ｍ 家畜搬入経路図 

家畜の搬入経路を示した図面を添付します。 

（６） 火葬場 

ア 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

イ 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

ウ 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 
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 参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を添

付します。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 現況調書  

9 過去 10 ヶ年における出生死亡表  

10 現有火葬場の利用状況  

11 現在予定される家族別戸数及び利用戸数  

12 施設の概要  

13 火葬場の環境対策  

14 現況図  

15 計画予想図  

16 求積図  

17 風向風速図  

18 距離測定図  

エ 計画書等の様式及び作成要領 

（ア） 計画書，理由書，総括図，計画図 

「汚物処理場」の例によることとします。 

（イ） 参考図書 

ａ 変更対照表 

区

分

名  称
位  置 面  積 備  考

番号 火葬場名

前

後

用紙は，A-4 その他参考資料とは別葉 
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ｂ 策定の経緯の概要 

          「道路」の例によることとします。 

ｃ 整備・開発及び保全の方針 

          「道路」の例によることとします。 

ｄ 都市計画の履歴調書 

          「道路」の例によることとします。 

ｅ 都市計画の現況写真 

          「道路」の例によることとします。 

ｆ 関係機関との協議 

          「道路」の例によることとします。 

ｇ 工事費概算書 

（単位：千円）

都 市 施

設名
用地費 補償費

築   造   費
○○費

事務費

その他
計

造成費 施設費 ○○費 計

ｈ 現況調書 

（ａ） 地形･････････当該地の位置及び地形の概要を記載します。 

（ｂ） 土地利用････当該地の土地利用の概要を下表により作成します。 

地 目 山 林 畑 水 田 荒 地 宅 地 その他 計

面 積
ha ha ha ha ha ha ha

土地所有区分

区 分 国 有 地 市（町）有地 民 有 地 備   考

面 積
ha ha ha

ｉ 過去 10 ヶ年における出生死亡表 

年 人口 世帯数 出生者数 死亡者数

平成○年

平成○年

平成○年
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ｊ 現有火葬場の利用状況 

平成○年 平成○年 平成○年 平成○年 平成○年

大人 市内

市外

小計

○○

ｋ 現在予定される家族別戸数及び利用戸数 

ｌ 施設の概要 

ｍ 火葬場の環境対策 

          公害防止基準とその対策として大気汚染，水質汚濁，悪臭，騒音・振動，計画施設の公害防止

基準値，環境影響評価，土壌汚染，交通量などについて記載します。 

ｎ 現況図  

施設近辺の建物用途別現況図面を添付します。 

ｏ 計画予想図 

区域，建物，道路，駐車場，緑地等を記載します。 

ｐ 求積図 

区域面積がわかる図面を添付します。 

ｑ 風向風速図 
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ｒ 距離測定図 

学校，病院等公共施設との距離を示した図面を添付します。 

７ 河川 

（１） 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

（２） 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

（３） 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

参考図書一覧 

標準断面図（遊水池等を設ける場合は，簡単な構造を示した断面図），土地の区域の根拠となる

字界図等を添付します。 

（４） 計画書等の様式及び作成要領 

ア 計画書 

計  画  書

○○都市計画河川の｛
決定

変更｝（
鹿児島県決定  

○○市（町）決定）

都市計画河川を次のように｛
決定

変更｝する。

名   称 位   置 区   域
構 造 備考

番号 河川名 起 点 終 点 幅 員 延 長

○ ○○川

○○市○○町

○○丁目

○○市○○町

○○丁目
ｍ～ ｍ 約 ｍ

堤 防 式

複断面式

○○市○○町

○○丁目

○○市○○町

○○丁目
ｍ～ ｍ 約 ｍ

堤 防 式

単断面式

なお，○○市○○町○○丁目地内に遊水池を設ける。

「区域は計画図表示のとおり」

理 由
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  イ 理由書，総括図，計画図 

  「道路」の例によることとします。 

８ 流通業務団地 

（１） 都市計画の決定及び変更の手続 

「道路」の例によることとします。 

（２） 手続に係る様式 

「道路」の例によることとします。 

（３） 図書の構成 

「道路」の例によることとします。 

備 考

１．起点は下流側とし，「位置」は町丁目又は字まで記載することとします。

２．「幅員」は，河川区域の幅の最大値及び最小値をｍ単位で記載することとします。

３．「延長」は 10ｍ単位で記入することとします。
４．「構造」欄の最上段には，のべ延長最大区間の構造を記載し，それと異なる構造につ

いては，異なる区間ごとに，当該構造に係る位置，区域，構造をそれぞれの欄に記載

することとします。

５．遊水池等を設ける場合は，なお書きで位置を記載し，「備考」欄には，その規模等を

記載することとします。

６．高規格堤防を設ける場合には，「備考」欄に「高規格堤防」と記載し，「高規格堤防

のうち，通常の利用に供することができる土地の区域を表示する図面」を添付するこ

ととします。

７．変更は「道路」の変更の例によることとします。
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 参考図書一覧 

参考図書として通常必要と考えられる図書について例示してありますので，適宜，必要な図書を

添付します。 

項目 参考図書 チェック

1 変更対照表  

2 策定の経緯の概要  

3 整備・開発及び保全の方針  

4 都市計画の履歴調書  

5 都市計画の現況写真  

6 関係機関との協議  

7 工事費概算書  

8 施設規模算定基礎  

9 土地利用計画図  



12・4 都市施設の決定及び変更の手続 

12-4-119

（４） 計画書等の様式及び作成要領 

ア 計画書 

計  画  書

○○都市計画流通業務団地の｛
決定

変更｝（鹿児島県決定）

都市計画流通業務団地を次のように｛
決定

変更｝する。

名     称 ○○流通業務団地

位     置 ○○市大字○○字○○及び字○○

面     積 約      ha 

の
敷
地
の
規
模

流
通
業
務
施
設

トラックターミナル 約      ha 

備

考

鉄 道 貨 物 駅 約      ha 

中 央 卸 売 市 場 約      ha 

○ ○ ○ ○ 約      ha 

○ ○ ○ ○ 約      ha 

小     計 約      ha 

公
共
施
設
及
び
公
益
的
施
設
の
規
模

公

共

施

設

道 路

種 別 名 称 幅 員 延 長 備 考

ｍ 約 ｍ

公 園 及 び 緑 地

種 別 名 称 面 積 備   考

約 ha

駐 車 場

その他の公共施設

公 益 的 施 設

小 計

建ぺい率

容積率

建築物の高さ

「区域，流通業務施設の敷地の位置，公共施設及び公益的施設の位置並びに壁面の位置

の制限は計画図表示のとおり」

理 由
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イ 理由書，総括図，計画図 

「道路」の例によることとします。 

ウ 参考図書 

（ア） 変更対照表 

区

分
名  称 面  積 備  考

前

後

備考には，流通業務施設の敷地の規模等を記載します。 

用紙は，A-4 その他参考資料とは別葉 

（イ） 策定の経緯の概要 

        「道路」の例によることとします。 

（ウ） 整備・開発及び保全の方針 

        「道路」の例によることとします。 

（エ） 都市計画の履歴調書 

        「道路」の例によることとします。 

（オ） 都市計画の現況写真 

        「道路」の例によることとします。 

備 考

１．「位置」は，町丁目又は字まで記載することとします。

２．「流通業務施設の敷地の規模」欄には，トラックターミナル，鉄道貨物駅，中央卸売

市場及びその他の流通業務施設について，それぞれ ha単位で記載することとします。
３．「公共施設及び公益的施設の規模」欄の駐車場その他の公共施設については，必要に

応じて記載することとします。

４．「流通業務施設の敷地の規模」欄の「備考」欄には，各施設をそれぞれ都市計画決定

する場合に記載する「面積」以外の諸元を記載することも考えられます。

５．「建ぺい率」「容積率」「建築物の高さ」「壁面の位置の制限」については，都市計画

に定めるもののみ記載することとします。

６．法第 11 条第４項の規定に基づき施行予定者を都市計画に定める場合は，「面積」欄
の次に「施行予定者」欄をもうけ記載することとします。
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（カ） 関係機関との協議 

        「道路」の例によることとします。 

（キ） 工事費概算書 

（単位：千円）

都 市 施

設名
用地費 補償費

築   造   費
○○費

事務費

その他
計

造成費 施設費 ○○費 計

（ク） 施設規模算定基礎 

        計画の概要及びその根拠について，記載します。 

（ケ） 土地利用計画図 

        流通業務団地の区域を赤で囲み，用途毎の土地利用を着色，また，道路，公園，公益的施設等に

ついても明記します。 


